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〔利用上の注意〕  

１ 「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」（以下、「本月報」という。）中で「指定

統計」とは、改正前の統計法（昭和 22 年法律第 18 号。以下「旧統計法」という。）第２条の

規定に基づき、総務大臣が指定した統計をいう。  

２ 本月報中で「指定統計調査」とは、旧統計法下において、指定統計を作成するために行われ

た統計調査をいう。  

３ 本月報中で「承認統計調査」とは、改正後の統計法（平成 19 年法律第 53 号。以下「新統計

法」という。）により廃止された統計報告調整法（昭和 27 年法律第 148 号）の規定に基づく総

務大臣の承認を受けて実施された「統計報告の徴集」の通称をいう。  

４ 本月報中で「届出統計調査」とは、旧統計法下にあっては、第８条に基づき総務大臣に届け

られた統計調査をいい、新統計法下にあっては、第 24 条第１項又は第 25 条に基づき総務大臣

に届けられた統計調査をいう。  

５ 本月報中で「基幹統計」とは、新統計法第２条第４項に規定する統計をいう。旧統計法下の

指定統計のうち、新統計法施行の段階（平成 21 年４月１日）で引き続き作成されていたもの

については、基幹統計に移行している。  

６ 本月報中で「基幹統計調査」とは、基幹統計を作成するために行われた統計調査をいう。  

７ 本月報中で「一般統計調査」とは、国の行政機関が行う統計調査のうち、基幹統計調査以外

のものをいう。  

８ 本月報中の目次等における調査名の後ろの「平成◇年承認」「平成◇年届出」については、本

月報の編集に係るシステム管理上、付記しているものである。 



 

○基幹統計調査の承認 

 

統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日 

経済センサス‐活動

調査 

総務大臣 

経済産業大臣 

承認事項の変更 

平成 28 年６月の調査の実施

に当たり、以下のとおり変

更 

１ 報告を求める事項 

（１）個人経営に係る調査

票の新設及び調査事項

の簡素化 

（２）「政治・経済・文化団

体、宗教」調査票を新

設 

（３）労働者区分について、

常用雇用者及び臨時雇

用者の定義を変更 等 

２ 報告を求める事項の基

準となる期日等 

・ 報告を求める事項の

基準となる期日を「調

査実施年６月１日」に

変更 

３ 報告を求めるために用

いる方法 

・ 全ての報告者を対象

にオンライン調査を導

入 等 

４ 集計事項 

・ 経理項目のうち消費

税抜きで記入されたも

のを消費税込みに補正

して集計する方法に変

更 等 

H27.7.2 

経済産業省生産動態

統計調査 
経済産業大臣 

承認事項の変更 

平成 28 年１月からの調査の

実施に当たり、以下のとお

り変更 

１ 調査対象の範囲 

 ・ 紙おむつを生産する

全ての事業所を対象と

した調査票「紙おむつ

月報」を新設。 

 ・ 調査票「有機薬品及

び写真感光材料月報」

の調査品目のうち、無

水酢酸、トリクロルエ

H27.7.2 
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チレン及びメラミンを

削除。 

２ 集計事項 

 ・ 調査計画に集計表様

式の全てを個別に付す

形式から、集計事項の

一覧表を付す形式に変

更。 

３ その他 

・  経済産業省直轄調査

分の調査票提出部数に

ついて、調査票「機械

器具月報」の二部を一

部に変更。 

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した基幹統計調査の計画

について、主な内容を掲載したものである。 
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○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H27.7.2 国民健康・栄養調査 厚 生 労 働 大 臣

H27.7.9 平成２７年産業連関構造調査（鉱工業投入調査） 経 済 産 業 大 臣

H27.7.10 地方公共団体消費状況等調査 内 閣 総 理 大 臣

H27.7.16 原子爆弾被爆者実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H27.7.17 水銀大気排出実態調査 環 境 大 臣

H27.7.21 就業希望の把握に関する準備調査 総 務 大 臣

H27.7.21 介護給付費等実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H27.7.23 国際航空旅客動態調査 国 土 交 通 大 臣

H27.7.27 労働経済動向調査 厚 生 労 働 大 臣

H27.7.30 国際比較プログラムに関する小売物価調査 総 務 大 臣

 注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した一般統計調査について掲載したものである。

- 3 -



 

（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H27.7.1 がん患者等就労実態調査 秋 田 県 知 事

H27.7.3 中堅・中小企業の資金調達状況に関する調査 兵 庫 県 知 事

H27.7.6 岡山県子育て家庭環境調査 岡 山 県 知 事

H27.7.6 高知県ひとり親家庭実態調査 高 知 県 知 事

H27.7.6
コンタクトセンター等事務系企業に関する調査研究に係るア
ンケート

北 九 州 市 長

H27.7.9
高齢者福祉施設等の防火安全対策に係るアンケート及びヒア
リング調査

東 京 消 防 庁 消 防 総 監

H27.7.13 就労観・出生観から見た人口移動実態調査 兵 庫 県 知 事

H27.7.13 県内企業動向調査 奈 良 県 知 事

H27.7.13 平成27年度公共施設マネジメントに関する市民アンケート 北 九 州 市 長

H27.7.14
市町村における住民の転入・転出理由に関するアンケート調
査

茨 城 県 知 事

H27.7.15 男女共同参画に関する県民意識と生活基礎調査 三 重 県 知 事

H27.7.15 事業系ごみ排出実態調査 北 九 州 市 長

H27.7.17 愛媛県県民健康調査 愛 知 県 知 事

H27.7.24 全国企業短期経済観測調査における予備調査 日 本 銀 行 総 裁

H27.7.29 観光地実態調査（訪日外国人動向調査） 愛 知 県 知 事

H27.7.31 商店街に係る起業支援事業事例調査 東 京 都 知 事

H27.7.31 医薬品製造・卸売業の企業経営と人材育成に関する調査 大 阪 府 知 事

○届出統計調査の受理

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（新規）について掲載したもの
　　である。
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（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H27.7.1 労働状況実態調査 川 崎 市 長

H27.7.2 労働条件等実態調査 和 歌 山 県 知 事

H27.7.6 県民の体力・スポーツに関する調査 神 奈 川 県 知 事

H27.7.6 事業者防災対策アンケート調査 高 知 県 知 事

H27.7.8 埼玉県就労実態調査 埼 玉 県 知 事

H27.7.10 受動喫煙に関する県民意識調査 神 奈 川 県 知 事

H27.7.10 受動喫煙に関する施設調査 神 奈 川 県 知 事

H27.7.14 労働環境等調査 栃 木 県 知 事

H27.7.16 長崎県労働条件等実態調査 長 崎 県 知 事

H27.7.21 「滋賀の健康・栄養マップ」調査 滋 賀 県 知 事

H27.7.21 なら健康長寿基礎調査 奈 良 県 知 事

H27.7.22 地震・津波に対する県民意識調査 高 知 県 知 事

H27.7.24 中小企業景況調査 愛 知 県 知 事

H27.7.27 平成27年度インターネットの利用に関するアンケート調査 鳥 取 県 知 事

H27.7.27 熊本県労働条件等実態調査 熊 本 県 知 事

H27.7.29 東京都男女雇用平等参画状況調査 東 京 都 知 事

H27.7.30 公立小・中・高等学校における児童生徒の喫煙等状況調査 青 森 県 知 事

H27.7.31 大阪府労働関係調査 大 阪 府 知 事

H27.7.31 大阪府景気観測調査 大 阪 府 知 事

H27.7.31 人権問題に関する意識調査 北 九 州 市 長

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（変更）について掲載したもの
　　である。
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○基幹統計調査の承認 

【調査名】 経済センサス‐活動調査（平成 27年承認） 

【承認年月日】 平成 27年７月２日 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部経済統計課・経済産業省大臣官房調査統計グルー

プ構造統計室 

【目 的】 本調査は、経済構造統計（全ての産業分野における事業所及び企業の活動か

らなる経済の構造を、全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統

計）を作成することを目的とする。 

【沿 革】 我が国の産業統計については、（１）産業ごと、所管府省ごとに異なる年次や

周期で調査を実施、（２）ＳＯＨＯ等、調査員調査では捕捉困難な事業所及び企

業が増加、（３）第三次産業に係る統計の不足等の状況にあることが指摘されて

おり、ＧＤＰを推計するための基礎統計の不足等も懸念されている。このような

状況を踏まえ、政府は、「政府統計の構造改革に向けて」（平成 17 年６月内閣府

経済社会統計委員会報告）及び「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」

（平成 17 年６月閣議決定）等において、全産業分野の全ての事業所及び企業を

対象に、経済活動を同一時点で網羅的に把握する経済センサス（仮称）の整備を

決定した。以上の決定を受け、政府部内に設置された関係府省等による「経済セ

ンサス（仮称）の創設に関する検討会」等において具体的な検討が進められ、経

済構造統計を作成するための調査として、「経済センサス‐基礎調査」と「経済

センサス‐活動調査」とが実施されることとなった。まず、平成 21 年に「経済

センサス‐基礎調査」が、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得

ることを目的として、事業所及び企業に関する基礎的な事項を把握する調査とし

て実施された。次に平成 24 年に「経済センサス‐活動調査」が、事業所及び企

業における経理項目の把握に重点を置いた調査として、５年周期で実施されるこ

ととなった。（ただし、平成 24年実施の次は、平成 28年に実施）なお、本調査

の実施に当たって、「事業所・企業統計調査」、「サービス業基本調査」、「商業統

計調査（簡易調査）」及び「本邦鉱業のすう勢調査」は廃止、「工業統計調査」、

「商業統計調査」及び「特定サービス産業実態調査」は、本調査と重複する調査

年を休止等とすることとなった。28 年調査の実施に当たっては、報告者及び地

方公共団体の負担や結果利用等に留意しつつ、調査の円滑な実施と結果精度の向

上に向けた調査計画を策定した。 

【調査の構成】 １－個人経営調査票 ２－産業別単独事業所調査票 ３－産業共通調査

票 ４－企業調査票 ５－産業別事業所調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（速報集計結果：調査実施年の翌年５月末、確報

集計結果：調査実施年の翌年９月頃から順次） 

※ 
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【調査票名】 １－個人経営調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる産業

に属する事業所のうち、次に掲げる事業所、国の事業所及び地方公共団体の

事業所を除く事業所 （１．「農業、林業」に属する個人経営の事業所、２．

「漁業」に属する個人経営の事業所、３．「生活関連サービス業、娯楽業」

のうち中分類「その他の生活関連サービス業」（小分類「家事サービス業」

に限る。）に属する事業所、４．「サービス業（他に分類されないもの）」の

うち、中分類「外国公務」に属する事業所） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００，０００ （配布）調査員・オンラ

イン （取集）調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年

６月１日現在 （系統）総務省及び経済産業省－都道府県－市町村（特別区

を含む。）－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成 28年５月～同年７月 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．開設時期、４．主な事業の内容、

５．主な事業の種類又は形態等、６．従業者数、７．経営組織、８．単独事

業所・本所・支所の別等、９．消費税の税込み記入・税抜き記入の別、１０．

売上（収入）金額、費用総額及び費用項目、１１．事業別売上（収入）金額、

１２．事業別売上（収入）金額の内訳、１３．相手先別収入割合、１４．電

子商取引の有無及び割合、１５．設備投資の有無及び取得額 

※ 

【調査票名】 ２－産業別単独事業所調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる産業

に属する事業所のうち、次に掲げる事業所、国の事業所及び地方公共団体の

事業所を除く事業所 （１．「農業、林業」に属する個人経営の事業所、２．

「漁業」に属する個人経営の事業所、３．「生活関連サービス業、娯楽業」

のうち中分類「その他の生活関連サービス業」（小分類「家事サービス業」

に限る。）に属する事業所、４．「サービス業（他に分類されないもの）」の

うち、中分類「外国公務」に属する事業所） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０３０，０００ （配布）調査員・オンラ

イン （取集）調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年

６月１日現在 （系統）総務省及び経済産業省－都道府県－市町村（特別区

を含む。）－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成 28年５月～同年７月 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．開設時期、４．主な事業の内容、

５．従業者数、６．経営組織、７．単独事業所・本所・支所の別等、８．消

費税の税込み記入・税抜き記入の別、９．売上（収入）金額、費用総額及び
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費用項目（協同組合においては経常収益、経常費用及び費用項目）、１０．

事業別売上（収入）金額、１１．電子商取引の有無及び割合（法人のみ）、

１２．設備投資の有無及び取得額（法人のみ）、１３．自家用自動車の保有

台数（法人のみ）、１４．土地、建物の所有の有無（法人のみ）、１５．資本

金等の額及び外国資本比率（会社のみ）、１６．決算月（会社のみ）、１７．

産業別に調査する事項 

※ 

【調査票名】 ３－産業共通調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる産業

に属する事業所のうち、次に掲げる事業所、国の事業所及び地方公共団体の

事業所を除く事業所 （１．「農業、林業」に属する個人経営の事業所、２．

「漁業」に属する個人経営の事業所、３．「生活関連サービス業、娯楽業」

のうち中分類「その他の生活関連サービス業」（小分類「家事サービス業」

に限る。）に属する事業所、４．「サービス業（他に分類されないもの）」の

うち、中分類「外国公務」に属する事業所） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４００，０００ （配布）調査員・オンライン 

（取集）調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年６月１

日現在 （系統）総務省及び経済産業省－都道府県－市町村（特別区を含む。）

－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成 28年５月～同年７月 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．開設時期、４．従業者数、５．

主な事業の内容、６．経営組織、７．単独事業所・本所・支所の別等、８．

消費税の税込み記入・税抜き記入の別、９．企業全体の売上（収入）金額、

費用総額及び費用項目、１０．事業別売上（収入）金額、１１．電子商取引

の有無及び割合（個人経営及び法人のみ）、１２．設備投資の有無及び取得

額（個人経営及び法人のみ）、１３．自家用自動車の保有台数（法人のみ）、

１４．土地、建物の所有の有無（法人のみ）、１５．移転及び名称変更の有

無（法人のみ）、１６．資本金等の額及び外国資本比率（会社のみ）、１７．

決算月（会社のみ）、１８．常用雇用者数及び支所等数（本所、本社、本店

のみ）、１９．企業全体の主な事業の内容（本所、本社、本店のみ） 

※ 

【調査票名】 ４－企業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる産業に

属する事業所のうち、次に掲げる事業所、国の事業所及び地方公共団体の事

業所を除く事業所 （１．「農業、林業」に属する個人経営の事業所、２．「漁

業」に属する個人経営の事業所、３．「生活関連サービス業、娯楽業」のう
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ち中分類「その他の生活関連サービス業」（小分類「家事サービス業」に限

る。）に属する事業所、４．「サービス業（他に分類されないもの）」のうち、

中分類「外国公務」に属する事業所） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２７０，０００ （配布）郵送・オンライン・

その他（電子媒体） （取集）郵送・オンライン・その他（電子媒体） （記

入）自計 （把握時）調査実施年６月１日現在 （系統）総務省及び経済産

業省－報告者、総務省及び経済産業省－都道府県－報告者、総務省及び経済

産業省－都道府県－市（特別区含む。）－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成 28年５月～同年７月 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．経営組織、４．常用雇用者数及

び支所等数、５．企業全体の主な事業の内容、６．消費税の税込み記入・税

抜き記入の別、７．企業全体の売上（収入）金額、費用総額及び費用項目、

８．企業全体の事業別売上（収入）金額、９．電子商取引の有無及び割合、

１０．設備投資の有無及び取得額、１１．自家用自動車の保有台数（法人の

み）、１２．土地、建物の所有の有無（法人のみ）、１３．年初及び年末商品

手持額（法人のみ）、１４．年末商品仕入額（法人のみ）、１５．資本金等の

額及び外国資本比率（会社のみ）、１６．決算月（会社のみ）、１７．産業別

に調査する事項 

※ 

【調査票名】 ５－産業別事業所調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる産業

に属する事業所のうち、次に掲げる事業所、国の事業所及び地方公共団体の

事業所を除く事業所 （１．「農業、林業」に属する個人経営の事業所、２．

「漁業」に属する個人経営の事業所、３．「生活関連サービス業、娯楽業」

のうち中分類「その他の生活関連サービス業」（小分類「家事サービス業」

に限る。）に属する事業所、４．「サービス業（他に分類されないもの）」の

うち、中分類「外国公務」に属する事業所） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，５７０，０００ （配布）郵送・オンライ

ン・その他（電子媒体） （取集）郵送・オンライン・その他（電子媒体） 

（記入）自計 （把握時）調査実施年６月１日現在 （系統）総務省及び経

済産業省－報告者、総務省及び経済産業省－都道府県－報告者、総務省及び

経済産業省－都道府県－市（特別区を含む。）－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成 28年５月～同年７月 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．開設時期、４．従業者数、５．

本所等の別、６．管理・補助的業務、７．産業別に調査する事項 
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【調査名】 経済産業省生産動態統計調査（平成 27年承認） 

【承認年月日】 平成 27年７月２日 

【実施機関】 経済産業省大臣官房調査統計グループ鉱工業動態統計室 

【目 的】 経済産業省生産動態統計調査は、鉱工業生産の動態を明らかにし、鉱工業に

関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－それぞれの品目ごとの月報 

【公 表】 インターネット及び印刷物（速報：翌月末、確報：翌々月中旬、年報：翌年

６月） 

※ 

【調査票名】 １－それぞれの品目ごとの月報 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）１．別表第１に掲げる鉱産物及

び工業品（以下「生産品目」という。）を生産（加工を含む。）する者であっ

て、別表第１で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所、２．前項に掲げる

事業所の生産品目の販売の管理を行っている事業所又は前項に掲げる事業

所へ生産品目について生産の委託を行っている事業所であって、別表第１で

生産品目別に掲げる範囲に属する事業所 （抽出枠）規模以上悉皆調査 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１７，０００ （配布）郵送・調査員・オンラ

イン（電子メール） （取集）郵送・調査員・オンライン（電子メール） （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）１．経済産業省－都道府県－

調査員－報告者、２．経済産業省－経済産業局－調査員－報告者、３．経済

産業省－都道府県－報告者、４．経済産業省－経済産業局－報告者、５．経

済産業省－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎月（平成 28 年１月調査以降） （実施期日）調査票の提出

期限は、別表第１に掲げる調査の種類、提出先、提出期限に従って提出す

る。 

【調査事項】 １．生産、２．受入、３．消費、４．出荷、５．在庫、６．原材料、７．

従事者、８．生産能力及び設備 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 国民健康・栄養調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年７月２日 

【実施機関】 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課栄養指導室 

【目 的】 本調査は、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的とす

る。 

【調査の構成】 １－身体状況調査票 ２－栄養摂取状況調査票 ３－生活習慣調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概要：調査実施年の翌年１０月、報告書：調査

実施年の翌々年３月） 

※ 

【調査票名】 １－身体状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）世帯員（身長・体重：満１歳以上、

腹囲測定：満６歳以上、血圧測定、血液検査、問診（服薬状況、糖尿病の治

療の有無、運動）：満２０歳以上） （抽出枠）国民生活基礎調査の調査区

に設定された単位区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）他計 （把握時）毎年１１月中の任意の１日 （系統）調

査票の配布：厚生労働省－都道府県・保健所設置市・特別区－保健所－調査

員－報告者、調査票の回収：報告者－調査員－保健所－都道府県・保健所設

置市・特別区－国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所－厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月上旬～１２月下旬 

【調査事項】 １．身長、２．体重、３．腹囲、４．血圧、５．服薬状況、６．糖尿病の

治療の有無等 

※ 

【調査票名】 ２－栄養摂取状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）世帯及び世帯員（満１歳以上。う

ち満２０歳以上の世帯員に対しては、１日の身体活動量（歩数）も調査する。） 

（抽出枠）国民生活基礎調査の調査区に設定された単位区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，７００／１５，０００ （配布）調

査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把握時）毎年１１月中の任意の１

日 （系統）調査票の配布：厚生労働省－都道府県・保健所設置市・特別区

－保健所－調査員－報告者、調査票の回収：報告者－調査員－保健所－都道

府県・保健所設置市・特別区－国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究

所－厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月上旬～１２月下旬 
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【調査事項】 １．生年月日、２．仕事の種類、３．食事の状況、４．料理名、５．使用

量等 

※ 

【調査票名】 ３－生活習慣調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）満２０歳以上の世帯員 （抽出枠）

国民生活基礎調査の調査区に設定された単位区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１２，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）他計 （把握時）毎年１１月中の任意の１日 （系統）調

査票の配布：厚生労働省－都道府県・保健所設置市・特別区－保健所－調査

員－報告者、調査票の回収：報告者－調査員－保健所－都道府県・保健所設

置市・特別区－国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所－厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月上旬～１２月下旬 

【調査事項】 １．食習慣の状況、２．身体活動の状況、３．休養の状況、４．喫煙の状

況、５．飲酒の状況、６．歯の健康の状況等  
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【調査名】 平成 27 年産業連関構造調査（鉱工業投入調査）（平成 27 年承認） 

【承認年月日】 平成 27年７月９日 

【実施機関】 経済産業省大臣官房調査統計グループ経済解析室 

【目 的】 本調査は、鉱工業部門の投入構造（主として主要工業製品の原価構成）を明

らかにし、平成 27 年産業連関表作成（投入構造推計）の基礎資料とすることを

目的とする。 

【調査の構成】 １－鉱工業投入調査票 

【公 表】 インターネット（平成 28年 10 月） 

※ 

【調査票名】 １－鉱工業投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる「鉱

業、採石業、砂利採取業」、「製造業」のうち、経済産業省が所管する主要製

品を生産する事業所及び産業連関表における再生資源回収・加工処理部門に

該当する活動を行う事業所 （抽出枠）工業統計調査、経済産業省生産動態

統計調査及び経済センサス活動調査の個票データ 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１１，０００／４１０，０００ （配布）

郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）

平成２６年暦年 （系統）経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成 27年９月～12 月 

【調査事項】 １．企業・事業所名及び所在地、２．売上実績、３．直接材料費内訳、４．

売上原価、販売費及び一般管理費の内訳、５．包装材料費内訳、６．消耗品・

備品の内訳、７．屑・副産物の自社内再利用・売却実績、８．製造工程 
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【調査名】 地方公共団体消費状況等調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年７月１０日 

【実施機関】 内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部国民支出課 

【目 的】 本調査は、地方公共団体の消費及び投資関連予算の各四半期時点現計予算額

並びに一般会計に係る四半期別収入・支出について調査し、四半期別ＧＤＰ速報

の推計及び四半期別財政統計の作成に係る検討に必要な基礎資料を得ることを

目的とする。 

【調査の構成】 １－地方公共団体消費状況等調査票 

【公 表】 政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）及び内閣府のホームページ（調査票１

～４は、四半期別ＧＤＰ２次速報公表の１か月後（７月、10 月、１月、４月）

に公表。調査票Ａ、Ｂ及びＣの集計結果については、調査票提出期限の３か月後

に公表。） 

※ 

【調査票名】 １－地方公共団体消費状況等調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）都道府県及び政令指定都市 （属性）都道府県及

び政令指定都市 （抽出枠）４７都道府県、２０政令指定都市 （平成２７

年４月時点） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６７ （４７都道府県、２０政令指定都市） （配

布）オンライン （取集）オンライン （記入）自計 （把握時）各四半期 

（１月～３月、４月～６月、７月～９月、１０月～１２月） （系統）内閣

府経済社会総合研究所－都道府県・政令指定都市 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）調査票１～４は各四半期の翌月末日。 調

査票Ａ～Ｃは調査票１～４の提出期限の３か月後。 

【調査事項】 １．地方公共団体の消費及び投資関連予算の各四半期時点現計予算額、２．

一般会計に係る四半期別収入・支出 
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【調査名】 原子爆弾被爆者実態調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年７月１６日 

【実施機関】 厚生労働省健康局総務課 

【目 的】 本調査は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１

７号）第１条に規定する被爆者（以下「被爆者」という。）の生活、健康等の現

状を把握し、被爆者対策の円滑な事業の推進を図ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－原子爆弾被爆者実態調査調査票（国内用） ２－原子爆弾被爆者実

態調査調査票（国外用） ３－原子爆弾被爆者実態調査調査票（南米用） 

【公 表】 インターネット（厚生労働省ホームページ、ｅ－Ｓｔａｔ）及び印刷物によ

り調査実施年の翌年１１月公表 

※ 

【調査票名】 １－原子爆弾被爆者実態調査調査票（国内用） 

【調査対象】 （地域）日本国内 （単位）個人 （属性）国内に居住している被爆者 （抽

出枠）被爆者健康手帳交付台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５６，８０９／１８９，３６２ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の１１月１日 （系

統）厚生労働省－各都道府県・広島市・長崎市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１０年 （実施期日）調査実施年の１１月１日～同月３０日 

【調査事項】 ①被爆地、②被爆区分、③現在の住居の状況、④世帯員数や世帯構成、⑤

世帯内の被爆者健康手帳保持者、⑥就労状況、⑦年間世帯所得額、⑧現在受

けている手当、⑨生活保護の受給状況、⑩年金等の受給状況、⑪身体障害者

手帳等の保持状況、⑫身の回りの世話や介護の状況、⑬入院等の原因となっ

た病気、⑭要介護度等の認定状況、⑮介護サービスの利用状況、⑯被爆者健

康診断の受診状況、⑰入院や通院の状況、⑱現在の苦労や心配ごと 

※ 

【調査票名】 ２－原子爆弾被爆者実態調査調査票（国外用） 

【調査対象】 （地域）国外（南米を除く。） （単位）個人 （属性）国外に居住して

いる被爆者及び平成２７年度在外被爆者支援事業実施要綱３の（２）の①の

オに基づく被爆時状況確認証の交付を受けている者 （抽出枠）被爆者健康

手帳交付台帳及び被爆時状況確認証交付台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，３５７（南米用調査票の対象者数を含む。） 

（配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の１１

月１日 （系統）厚生労働省－各都道府県・広島市・長崎市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１０年 （実施期日）調査実施年の１１月１日～同月３０日 

【調査事項】 ①被爆地、②被爆区分、③被爆の状況、④世帯員数や世帯構成、⑤世帯内

の被爆者健康手帳又は被爆時状況確認証保持者、⑥就労状況、⑦身の回りの
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世話や介護の状況、⑧入院等の原因となった病気、⑨入院や通院の状況、⑩

在外公館が取り扱う各種申請の周知状況、⑪渡日旅費等を支給する事業の周

知状況、⑫渡日旅費等を支給する事業の利用状況、⑬日本から専門医を派遣

する事業の周知状況、⑭日本から専門医を派遣する事業の利用状況、⑮居住

国で健康診断を実施する事業の周知状況、⑯居住国での治療に係る医療費等

を助成する事業の周知状況、⑰居住国での治療に係る医療費等を助成する事

業の利用状況、⑱現在の苦労や心配ごと 

※ 

【調査票名】 ３－原子爆弾被爆者実態調査調査票（南米用） 

【調査対象】 （地域）ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、ペルー、ウル

グアイ及びベネズエラ （単位）個人 （属性）国外に居住している被爆者

及び平成２７年度在外被爆者支援事業実施要綱３の（２）の①のオに基づく

被爆時状況確認証の交付を受けている者 （抽出枠）被爆者健康手帳交付台

帳及び被爆時状況確認証交付台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，３５７（国外用調査票の対象者数を含む。） 

（配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の１１

月１日 （系統）厚生労働省－各都道府県・広島市・長崎市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１０年 （実施期日）調査実施年の１１月１日～同月３０日 

【調査事項】 ①被爆地、②被爆区分、③被爆の状況、④世帯員数や世帯構成、⑤世帯内

の被爆者健康手帳又は被爆時状況確認証保持者、⑥就労状況、⑦身の回りの

世話や介護の状況、⑧入院等の原因となった病気、⑨入院や通院の状況、⑩

在外公館が取り扱う各種申請の周知状況、⑪渡日旅費等を支給する事業の周

知状況、⑫渡日旅費等を支給する事業の利用状況、⑬日本から専門医を派遣

する事業の周知状況、⑭日本から専門医を派遣する事業の利用状況、⑮居住

国で健康診断を実施する事業の周知状況、⑯居住国での治療に係る医療費等

を助成する事業の周知状況、⑰居住国での治療に係る医療費等を助成する事

業の利用状況、⑱現在の苦労や心配ごと、⑲民間保険会社の医療保険の加入

状況  
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【調査名】 水銀大気排出実態調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年７月１７日 

【実施機関】 環境省 水・大気環境局 大気環境課 

【目 的】 水銀大気排出実態調査は、大気汚染防止法の改正により、石炭火力発電所、

産業用石炭燃料ボイラー、非鉄金属製造用の精錬・焙焼工程、セメントクリンカ

ー製造設備及び廃棄物焼却設備（以下「水銀排出施設」という。）が大気中への

水銀排出に係る規制対象となったことを踏まえ、水銀排出施設から大気中に排出

される物質に含まれる水銀等の量について、水銀排出施設の種類及び規模ごとの

許容限度を検討するために必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－水銀大気排出実態調査票 

【公 表】 環境省のホームページ等（平成２８年３月） 

※ 

【調査票名】 １－水銀大気排出実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業者 （属性）１．本体調査（１）石炭火力発

電所、（２）産業用石炭燃焼ボイラー、（３）非鉄金属製造用の精錬・焙焼工

程、（４）セメントクリンカー製造設備のいずれか１つ以上を有する事業者、

２．参考調査（１）廃棄物焼却設備を有する事業者 （抽出枠）（本体調査）

業界団体及び自治体への照会で整備した、石炭火力発電所、産業用石炭燃焼

ボイラー、非鉄金属製造用の精錬・焙焼工程、セメントクリンカー製造設備

のいずれか１つ以上を有する事業者の名簿、（参考調査）業界団体及び自治

体への照会で、水銀濃度測定のデータを保有していることが確認できた事業

者 

【調査方法】 （選定）（本体調査）全数、（参考調査）有意抽出 （客体数）（本体調査）

２００、（参考調査）３００／３，０００ （配布）その他（メール） （取

集）その他（メール） （記入）自計 （把握時）平成２７年１０月３０日

まで （系統）環境省－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２７年９月１日～同年１０月３０

日 

【調査事項】 １．当該施設の規模、処理能力及び稼働状況など、２．水銀濃度（排ガス

中のガス状水銀濃度及び粒子状水銀濃度並びに原燃料等固体試料中水銀濃

度など）、３．当該施設の燃焼・焼却工程における排出物、４．当該施設の

燃焼・焼却工程における原燃料または投入物  
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【調査名】 就業希望の把握に関する準備調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年７月２１日 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室 

【目 的】 本調査は、ＩＬＯの国際基準の見直しに対応するため、労働力調査の新たな

調査事項の追加や調査票の設計変更等の見直しに加え、統計委員会から指摘され

ている「従業上の地位」の見直しを検討することを目的とする。 

【調査の構成】 １－基礎調査票Ａ ２－特定調査票Ａ ３－基礎調査票Ｂ ４－特定調

査票Ｂ 

【公 表】 雇用失業統計研究会の検討資料として提供（平成２８年度上半期） 

※ 

【調査票名】 １－基礎調査票Ａ 

【調査対象】 （地域）埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 （単位）世帯及び世帯員 （属

性）世帯及び１５歳以上の世帯員 （抽出枠）平成２２年国勢調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１９，０００／１５，０００，０００ ３

６，７００／３０，０００，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）平成２７年１０月～平成２８年３月の毎月月末現在（た

だし、１２月調査は１２月２６日、３月調査は３月１５日とする。） 就業

状態については、毎月の末日に終わる１週間（ただし、１２月調査は１２月

２０日から２６日まで、３月調査は３月９日から１５日までの１週間とす

る。） （系統）総務省－民間事業者－世帯 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年１０月～平成２８年３月 

【調査事項】 １．氏名及び男女の別、２．世帯主との続き柄、３．出生の年月、４．配

偶の関係、５．月末１週間（ただし１２月は２０～２６日、３月は９～１５

日）に仕事をしたかどうかの別、６．探している仕事について、７．仕事を

探し始めた理由、８．月末１週間（ただし１２月は２０～２６日、３月は９

～１５日）に仕事をした日数と時間、９．当月の１か月間に仕事をした日数、

１０．従業上の地位、１１．勤め先における呼称、１２．勤め先・業主など

の経営組織・名称及び事業の内容、１３．本人の仕事の内容、１４．勤め先・

業主などの企業全体の従業者数 

※ 

【調査票名】 ２－特定調査票Ａ 

【調査対象】 （地域）埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 （単位）世帯及び世帯員 （属

性）世帯及び１５歳以上の世帯員 （抽出枠）平成２２年国勢調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１９，０００／１５，０００，０００ ３

６，７００／３０，０００，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）平成２７年１０月～平成２８年３月の毎月月末現在（た
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だし、１２月調査は１２月２６日、３月調査は３月１５日とする。） 就業

状態については、毎月の末日に終わる１週間（ただし、１２月調査は１２月

２０日から２６日まで、３月調査は３月９日から１５日までの１週間とす

る。） （系統）総務省－民間事業者－世帯 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年１０月～平成２８年３月 

【調査事項】 １．仕事をした人・仕事を休んでいた人について（１）この１週間に仕事

をした時間が３５時間未満の人は、その理由、（２）仕事時間についての希

望、（３）今の仕事についた時期、（４）今の雇用形態についている理由、（５）

転職などの希望、（６）今の仕事の前に何か仕事をしていたか、２．仕事を

探していた人について（１）仕事を探したり開業の準備をするためにどのよ

うな方法をとっているか、（２）仕事を探したり開業の準備を始めてからの

期間、（３）この１か月に仕事を探したり開業の準備をしたか、（４）探した

り開業の準備をしている仕事はどのような仕事か、（５）仕事につけない理

由、（６）今までに仕事をしていたことがあるか、３．通学・家事・その他

の人について（１）収入になる仕事につくことを希望しているか、（２）仕

事をしたいと思っていながら現在仕事を探していない理由、（３）希望して

いる仕事又は決まっている仕事はどのような仕事か、（４）この１年間に仕

事を探したり開業の準備をしたことがあるか、（５）今仕事があればすぐつ

くことができるか、（６）今までに仕事をしていたことがあるか、４．前に

していた仕事について（１）前にしていた仕事をやめた時期、（２）前にし

ていた仕事は勤めていたのか自分で事業を経営していたのか、（３）前にし

ていた仕事の事業の内容、（４）前にしていた仕事の内容、（５）前にしてい

た仕事の勤め先・業主などの企業全体の従業者数、（６）前にしていた仕事

をやめた理由、５．全員記入（１）教育、（２）この１年間のすべての仕事

からの収入（税込み）はどのくらいか 

※ 

【調査票名】 ３－基礎調査票Ｂ 

【調査対象】 （地域）埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 （単位）世帯及び世帯員 （属

性）世帯及び１５歳以上の世帯員 （抽出枠）平成２２年国勢調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１９，０００／１５，０００，０００ ３

６，７００／３０，０００，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）平成２７年１０月～平成２８年３月の毎月月末現在（た

だし、１２月調査は１２月２６日、３月調査は３月１５日とする。） 就業

状態については、毎月の末日に終わる１週間（ただし、１２月調査は１２月

２０日から２６日まで、３月調査は３月９日から１５日までの１週間とす

る。） （系統）総務省－民間事業者－世帯 
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【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年１０月～平成２８年３月 

【調査事項】 １．氏名及び男女の別、２．世帯主との続き柄、３．出生の年月、４．配

偶の関係、５．月末１週間（ただし１２月は２０～２６日、３月は９～１５

日）に仕事をしたかどうかの別、６．月末１週間（ただし１２月は２０～２

６日、３月は９～１５日）に仕事をした日数と時間、７．当月の１か月間に

仕事をした日数、８．勤めか自営かの別・勤め先における呼称、９．雇用契

約期間の定めの有無・１回当たりの雇用契約期間、１０．勤め先・業主など

の経営組織・名称及び事業の内容、１１．本人の仕事の内容、１２．勤め先・

業主などの企業全体の従業者数、１３．今仕事があればすぐつくことができ

るか、１４．この１年間に仕事を探したり開業の準備をしたことがあるか、

１５．探している仕事について、１６．仕事を探し始めた理由、１７．特定

調査票Ｂの記入先区分 

※ 

【調査票名】 ４－特定調査票Ｂ 

【調査対象】 （地域）埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 （単位）世帯及び世帯員 （属

性）世帯及び１５歳以上の世帯員 （抽出枠）平成２２年国勢調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１９，０００／１５，０００，０００ ３

６，７００／３０，０００，０００ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）平成２７年１０月～平成２８年３月の毎月月末現在（た

だし、１２月調査は１２月２６日、３月調査は３月１５日とする。） 就業

状態については、毎月の末日に終わる１週間（ただし、１２月調査は１２月

２０日から２６日まで、３月調査は３月９日から１５日までの１週間とす

る。） （系統）総務省－民間事業者－世帯 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年１０月～平成２８年３月 

【調査事項】 １．（１）この１週間に仕事をした時間が３５時間未満の人はその理由、

（２）仕事時間についての希望、（３）今の仕事についた時期、（４）今の雇

用形態についている理由、（５）転職などの希望、（６）今の仕事の就業時間

を増やしたり新しく仕事を追加することができるか、（７）今の仕事の前に

何か仕事をしていたか、２．（１）仕事を探したり開業の準備をするために

どのような方法をとっているか、（２）仕事を探したり開業の準備を始めて

からの期間はどのくらいになるか、（３）探したり開業の準備をしている仕

事はどのような仕事か、（４）仕事につけない理由、（５）今までに仕事をし

ていたことがあるか、３．（１）この１年間に仕事を探したり開業の準備を

したことがあるか、（２）収入になる仕事につくことを希望しているか、（３）

仕事をしたいと思っていながら現在仕事を探していない理由、（４）希望し

ている仕事又は決まっている仕事はどのような仕事か、（５）今までに仕事
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をしていたことがあるか、４．（１）前にしていた仕事をやめた時期、（２）

前にしていた仕事は勤めていたのか自分で事業を経営していたのか、（３）

前にしていた仕事の事業の内容、（４）前にしていた仕事の内容、（５）前に

していた仕事の勤め先・業主などの企業全体の従業者数、（６）前にしてい

た仕事をやめた理由、５．全員記入（１）教育、（２）この１年間のすべて

の仕事からの収入（税込み）はどのくらいか  
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【調査名】 介護給付費等実態調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年７月２１日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課社会統計室 

【目 的】 本調査は、介護サービスに係る給付費等の状況を把握し、介護報酬の改定を

始めとした介護保険制度の円滑な運営に必要な基礎資料を得ることを目的とす

る。 

【調査の構成】 １－介護給付費等実態調査票 

【公 表】 月報：調査票の提出月の翌月下旬（厚生労働省ＨＰ、ｅ－Ｓｔａｔ）／年度

報（５月～４月審査分）：概況は毎年８月（厚生労働省ＨＰ）、結果表は概況公表

の翌年２月（ｅ－Ｓｔａｔ及び報告書） 

※ 

【調査票名】 １－介護給付費等実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）国民健康保険中央会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）調査票提出月の前月１か月（当該月の審査支払機関における

審査実績） （系統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月２０日 

【調査事項】 １．生年月日、２．性別コード、３．要介護状態区分コード、４．サービ

ス種類コード、５．サービス単位数、６．日数・回数等  
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【調査名】 国際航空旅客動態調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年７月２３日 

【実施機関】 国土交通省航空局航空ネットワーク部空港施設課 

【目 的】 本調査は、国際航空旅客の個人属性・国内流動・国際流動・アクセス交通機

関及び空港選択理由等を把握し、国際航空旅客の総合的な動態を捉え、国際航空

旅客の需要動向予測、空港アクセス手段の分析等のための基礎資料を作成するこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－国際航空旅客動態調査票（日本人旅客用） ２－国際航空旅客動態

調査票（外国人旅客用） ３－国際航空旅客動態調査票（通過・乗換旅客

用） 

【公 表】 インターネット（国土交通省ホームページ及びｅ－Ｓｔａｔ）（調査翌年の１

０月末） 

※ 

【調査票名】 １－国際航空旅客動態調査票（日本人旅客用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）国際線定期便が就航する国内の全

空港（共用空港を含む）から出国する日本人（ただし、就学以前の幼児は除

く） （抽出枠）調査実施期間に調査対象空港を利用した日本人出国旅客 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２０，０００／７３０，０００ （配布）

調査員（ただし、他計及び空港ラウンジにおいては自計調査） （取集）調

査員（ただし、他計及び空港ラウンジにおいては自計調査） （記入）併用 

（把握時）８月及び１１月の調査日 （系統）国土交通省航空局－民間事業

者（請負業者）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）８月及び１１月の調査日 

【調査事項】 １．居住地、２．旅行目的、３．空港までのアクセスにかかる交通手段・

所用時間、４．空港選択理由、５．旅行先での経路・旅行日数、６．性別・

年齢・職業・年収、等 

※ 

【調査票名】 ２－国際航空旅客動態調査票（外国人旅客用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）国際線定期便が就航する国内の全

空港（共用空港を含む）から出国する外国人（ただし、就学以前の幼児は除

く） （抽出枠）調査実施期間に調査対象空港を利用した外国人出国旅客 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，０００／４７０，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）８月及び１１月の調査

日 （系統）国土交通省航空局－民間事業者（請負業者）－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）８月及び１１月の調査日 

【調査事項】 １．最終目的地・経由地、２．旅行目的、３．空港までのアクセスにかか
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る交通手段、４．空港選択理由、５．旅行日数・訪問国数、６．入国時の出

発地・入国空港、７．日本での訪問地・移動交通機関・宿泊日数・滞在日数、

８．国籍・性別・年齢・職業・年収、等 

※ 

【調査票名】 ３－国際航空旅客動態調査票（通過・乗換旅客用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）成田国際空港・関西国際空港・中

部国際空港・東京国際空港を経由する通過・乗換旅客（ただし、就学以前の

幼児は除く） （抽出枠）調査実施期間に調査対象空港を利用したトランジ

ット旅客 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／１２０，０００ （配布）

調査員（ただし、日本人旅客については、他計調査。外国人旅客については

自計調査。） （取集）調査員（ただし、日本人旅客については、他計調査。

外国人旅客については自計調査。） （記入）併用 （把握時）８月及び１

１月の調査日 （系統）国土交通省航空局－民間事業者（請負業者）－報告

者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）８月及び１１月の調査日 

【調査事項】 １．旅行目的、２．乗り継ぎ経路（直前の都市・空港・便名、直後の都

市・空港・便名）、３．乗り継ぎ理由・乗り継ぎ空港選択理由、４．国籍・

性別・年齢・職業、等 
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【調査名】 労働経済動向調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年７月２７日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用・賃金福祉統計課 

【目 的】 本調査は、景気の変動、労働力需給の変化等が、雇用、労働時間等に及ぼし

ている影響や、それらに関する今後の見通し、対応策等について調査し、労働経

済の変化の方向、当面の問題等を迅速に把握し、労働政策の基礎資料とすること

を目的とする。 

【調査の構成】 １－労働経済動向調査票（２月調査） ２－労働経済動向調査票（５月

調査） ３－労働経済動向調査票（８月調査） ４－労働経済動向調査票

（１１月調査） 

【公 表】 インターネット（厚生労働省ホームページ及び e-Stat）及び印刷物（概要：

調査実施月の翌月、詳細：調査実施年の翌年２月） 

※ 

【調査票名】 １－労働経済動向調査票（２月調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の大分類のう

ち、「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小

売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技

術サービス業」（学術研究のうち、学術・開発研究機関を除く。）、「宿泊業，

飲食サービス業」（飲食サービス業のうち、バー，キャバレー，ナイトクラ

ブを除く。）、「生活関連サービス業，娯楽業」（生活関連サービス業のうち、

家事サービス業、火葬・墓地管理業及び冠婚葬祭業を除く。）、「医療，福祉」

及び「サービス業（他に分類されないもの）」（政治・経済・文化団体、宗教、

その他のサービス業及び外国公務を除く。）に属し、常用労働者３０人以上

の民営事業所 （抽出枠）事業所母集団データベース（平成２４年次フレー

ム）による名簿を抽出名簿とし、産業別の労働者数による確率比例抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，８００／２５０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年２月１日

現在（一部の項目については、調査実施年の前年１０月から調査実施年６月

までの実績及び見込、又は調査実施年の前年２月から調査実施年１月までの

実績） （系統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期（平成２８年２月調査以降） （実施期日）毎年２月１

日～２月７日 

【調査事項】 １．事業所の属性に関する事項（１）事業所の名称、（２）所在地及び企

業の常用労働者数、２．生産・売上等の動向に関する事項（１）生産・売上

額等の対前期増減（見込）状況、（２）生産・売上額等の対前期増減（見込）

理由、３．雇用、労働時間の動向に関する事項（１）所定外労働時間の対前
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期増減（見込）状況、（２）労働者数の対前期増減（見込）状況、（３）常用

労働者の中途採用の実績及び予定、４．常用労働者数、労働者の過不足感及

び未充足求人数に関する事項、５．雇用調整等の実施状況に関する事項、６．

調査実施年の新規学卒者の採用内定状況に関する事項、７．正社員以外の労

働者から正社員への登用状況に関する事項 

※ 

【調査票名】 ２－労働経済動向調査票（５月調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の大分類のう

ち、「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小

売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技

術サービス業」（学術研究のうち、学術・開発研究機関を除く。）、「宿泊業，

飲食サービス業」（飲食サービス業のうち、バー，キャバレー，ナイトクラ

ブを除く。）、「生活関連サービス業，娯楽業」（生活関連サービス業のうち、

家事サービス業、火葬・墓地管理業及び冠婚葬祭業を除く。）、「医療，福祉」

及び「サービス業（他に分類されないもの）」（政治・経済・文化団体、宗教、

その他のサービス業及び外国公務を除く。）に属し、常用労働者３０人以上

の民営事業所 （抽出枠）事業所母集団データベース（平成２４年次フレー

ム）による名簿を抽出名簿とし、産業別の労働者数による確率比例抽出 

 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，８００／２５０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年５月１日

現在（一部の項目については、調査実施年１月から調査実施年９月までの実

績及び見込） （系統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期（平成２８年２月調査以降） （実施期日）毎年５月１

日～５月１５日 

【調査事項】 １．事業所の属性に関する事項（１）事業所の名称、（２）所在地及び企

業の常用労働者数、２．生産・売上等の動向に関する事項（１）生産・売上

額等の対前期増減（見込）状況、（２）生産・売上額等の対前期増減（見込）

理由、３．雇用、労働時間の動向に関する事項（１）所定外労働時間の対前

期増減（見込）状況、（２）労働者数の対前期増減（見込）状況、（３）常用

労働者の中途採用の実績及び予定、４．常用労働者数、労働者の過不足感及

び未充足求人数に関する事項、５．雇用調整等の実施状況に関する事項、６．

調査実施年翌年の新規学卒者の採用計画等に関する事項 

※ 

【調査票名】 ３－労働経済動向調査票（８月調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の大分類のう
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ち、「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小

売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技

術サービス業」（学術研究のうち、学術・開発研究機関を除く。）、「宿泊業，

飲食サービス業」（飲食サービス業のうち、バー，キャバレー，ナイトクラ

ブを除く。）、「生活関連サービス業，娯楽業」（生活関連サービス業のうち、

家事サービス業、火葬・墓地管理業及び冠婚葬祭業を除く。）、「医療，福祉」

及び「サービス業（他に分類されないもの）」（政治・経済・文化団体、宗教、

その他のサービス業及び外国公務を除く。）に属し、常用労働者３０人以上

の民営事業所 （抽出枠）事業所母集団データベース（平成２４年次フレー

ム）による名簿を抽出名簿とし、産業別の労働者数による確率比例抽出 

 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，８００／２５０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年８月１日

現在（一部の項目については、調査実施年４月から調査実施年１２月までの

実績及び見込、又は調査実施年の前年８月から調査実施年７月までの実績並

びに調査実施年８月から調査実施年の翌年７月までの見込） （系統）厚生

労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期（平成２８年２月調査以降） （実施期日）毎年８月１

日～８月７日 

【調査事項】 １．事業所の属性に関する事項（１）事業所の名称、（２）所在地及び企

業の常用労働者数、２．生産・売上等の動向に関する事項（１）生産・売上

額等の対前期増減（見込）状況、（２）生産・売上額等の対前期増減（見込）

理由、３．雇用、労働時間の動向に関する事項（１）所定外労働時間の対前

期増減（見込）状況、（２）労働者数の対前期増減（見込）状況、（３）常用

労働者の中途採用の実績及び予定、４．常用労働者数、労働者の過不足感及

び未充足求人数に関する事項、５．雇用調整等の実施状況に関する事項、６．

既卒者の募集採用に関する事項、７．労働者不足の対処方法に関する事項 

※ 

【調査票名】 ４－労働経済動向調査票（１１月調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の大分類のう

ち、「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小

売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技

術サービス業」（学術研究のうち、学術・開発研究機関を除く。）、「宿泊業，

飲食サービス業」（飲食サービス業のうち、バー，キャバレー，ナイトクラ

ブを除く。）、「生活関連サービス業，娯楽業」（生活関連サービス業のうち、

家事サービス業、火葬・墓地管理業及び冠婚葬祭業を除く。）、「医療，福祉」
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及び「サービス業（他に分類されないもの）」（政治・経済・文化団体、宗教、

その他のサービス業及び外国公務を除く。）に属し、常用労働者３０人以上

の民営事業所 （抽出枠）事業所母集団データベース（平成２４年次フレー

ム）による名簿を抽出名簿とし、産業別の労働者数による確率比例抽出 

 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，８００／２５０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１１月１

日現在（一部の項目については、調査実施年７月から調査実施年の翌年３月

までの実績及び見込、又は調査実施年の前年１１月から調査実施年１０月ま

での実績並びに調査実施年１１月から調査実施年の翌年１０月までの見込） 

（系統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期（平成２８年２月調査以降） （実施期日）毎年１１月

１日～１１月７日 

【調査事項】 １．事業所の属性に関する事項（１）事業所の名称、（２）所在地及び企

業の常用労働者数、２．生産・売上等の動向に関する事項（１）生産・売上

額等の対前期増減（見込）状況、（２）生産・売上額等の対前期増減（見込）

理由、３．雇用、労働時間の動向に関する事項（１）所定外労働時間の対前

期増減（見込）状況、（２）労働者数の対前期増減（見込）状況、（３）常用

労働者の中途採用の実績及び予定、４．常用労働者数、労働者の過不足感及

び未充足求人数に関する事項、５．雇用調整等の実施状況に関する事項、６．

調査実施年翌年の新規学卒者の採用内定状況に関する事項、７．事業の見直

しと雇用面での対応状況に関する事項  
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【調査名】 国際比較プログラムに関する小売物価調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年７月３０日 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室 

【目 的】 本調査は、国際比較に必要な商品の小売価格を調査し、ＯＥＣＤが主宰する

「国際比較プログラム」（ＩＣＰ）に対して、各国通貨の購買力評価による国内

総生産（ＧＤＰ）の実質比較を行うための基礎資料を提供することを目的とする。 

【調査の構成】 １－国際比較プログラムに関する小売物価調査票 

【公 表】 インターネット （ＯＥＣＤが定める期日（２０１９年見込み）） 

※ 

【調査票名】 １－国際比較プログラムに関する小売物価調査票 

【調査対象】 （地域）東京都区部 （単位）事業所 （属性）東京都区部の小売業を行

っている事業所 （抽出枠）事業所母集団データベースを使用し、国際比較

プログラムに関する小売物価調査の対象事業所を従業者規模別に層別抽出

して作成した調査名簿より、調査品目・銘柄を販売している３事業所を、従

業者規模の大きい順に、指定数が選定できるまで順次選定する。 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００ （配布）その他（総務省統計局職

員） （取集）その他（総務省統計局職員） （記入）他計 （把握時）調

査実施日現在 （系統）総務省統計局－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２７年８月２７日～９月２８日 

【調査事項】 ＯＥＣＤから価格データ提供の依頼があった「食料・飲料・たばこ」に係

る品目・銘柄の小売価格 

- 29 -



○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 がん患者等就労実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１日 

【実施機関】 秋田県健康福祉部健康推進課 

【目 的】 本調査は、秋田県内の企業等におけるがん患者及びその家族の労働条件や労

働環境等を把握し、その実態を明らかにするとともに、今後のがん患者の就労支

援施策の基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－がん患者等就労実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－がん患者等就労実態調査票 

【調査対象】 （地域）秋田県内全域 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げ

るすべての大分類に属する業種 （抽出枠）事業所母集団データベース（平

成２５年次フレーム） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５００／１０，１４８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年７月１日 （系統）秋田県

－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月上旬～平成２７年８月

２８日 

【調査事項】 １．主たる事業の業種、２．従業者数、３．がん検診実施状況、４．がん

に罹患した従業員等の働き方を支援する制度、５．がんによる長期休暇者の

復職方針、６．身分保障期間・所得補償期間、７．相談体制、８．がんの罹

患状況、９．仕事と治療の両立についての意識、１０．仕事と治療の両立に

ついての意識、１１．仕事と治療を両立するための課題、１２．行政に求め

る施策・支援、１３．がん相談支援センターの認知  
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【調査名】 中堅・中小企業の資金調達状況に関する調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月３日 

【実施機関】 兵庫県産業労働部産業振興局地域金融室 

【目 的】 本調査は、中堅・中小企業の資金調達状況を把握し、今後の施策展開に活用

するためことを目的として実施するものである。 

【調査の構成】 １－中堅・中小企業の資金調達状況に関する調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－中堅・中小企業の資金調達状況に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）兵庫県全域 （単位）企業、個人 （属性）次のいずれかに該当

する者①中小企業信用保険法第２条第１項第１号に規定する会社及び個人

企業、②中小企業信用保険法施行令第１条第１項第２号に定める業種につい

ては、同施行令に定める業種ごとの資本の額、若しくは出資の総額又は常時

使用する従業員の数以下の会社及び個人 （抽出枠）兵庫県下に事業所を置

く中堅・中小企業から、地域及び業種等のバランスを考慮し抽出 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２６５／１５０，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年６月中旬～６月下旬、１０月中旬

～１０月下旬 （系統）兵庫県－報告者 

【周期・期日】 （周期）半期 （実施期日）毎年７月３１日、１１月３０日 

【調査事項】 １．概要（業種、資本金）、２．一年前と比べた現在の企業の状況（売上

高、利益率）、３．民間金融機関の貸出姿勢、４．今年度の重点方針、５．

兵庫県中小企業融資制度について  
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【調査名】 岡山県子育て家庭環境調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月６日 

【実施機関】 岡山県保健福祉部子ども未来課 

【目 的】 本調査は、地域の実情に合わせたきめ細やかな少子化対策を推進するため、

県民の出産や子育てに加え、多子世帯や三世代同居・近居等に関する意識を把握

し、効果的な施策立案を行うための基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－岡山県子育て家庭環境調査票 

※ 

【調査票名】 １－岡山県子育て家庭環境調査票 

【調査対象】 （地域）岡山県全域 （単位）個人 （属性）２０歳から４９歳までの既

婚男女 （抽出枠）平成２２年国勢調査の結果 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／３７０，０００ （配布）

オンライン （取集）オンライン （記入）自計 （把握時）平成２７年７

月１日現在 （系統）岡山県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月中 

【調査事項】 １．家族についての意識、２．家庭における出産や子育てについての意識、

３．地域での子育て支援環境についての意識、４．多子世帯に関する意識、

５．三世代同居・近居に関する意識  
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【調査名】 高知県ひとり親家庭実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月６日 

【実施機関】 高知県地域福祉部児童家庭課 

【目 的】 本調査は、高知県のひとり親家庭に対してアンケート調査を行い、ひとり親

家庭の実態を把握し、施策の推進及び「ひとり親家庭等自立促進計画」策定のた

めの基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－高知県ひとり親家庭実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－高知県ひとり親家庭実態調査票 

【調査対象】 （地域）高知県全域 （単位）世帯 （属性）母子世帯及び父子世帯 （抽

出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出（母子世帯）、全数（父子世帯） （客体数）３，０

００／１２０００（母子世帯）、２２００（父子世帯） （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年８月１日現在 （系統）高

知県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年８月中旬～同年９月中旬 

【調査事項】 １．報告者の属性について、２．経済状況について、３．住居の状況につ

いて、４．就業状況について、５．健康状態・医療の状況について、６．子

どもの養育・教育状況について、７．制度の利用状況について  
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【調査名】 コンタクトセンター等事務系企業に関する調査研究に係るアンケー

ト（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月６日 

【実施機関】 北九州市産業経済局企業立地支援部企業立地支援課 

【目 的】 地方創生の一環で、本社機能の移転を検討する企業が増え、本市においても

その受け皿となるコンタクトセンターの立地が増加している。そこで、コンタク

トセンターへ人材供給が可能な層として期待される、「子育て世代の女性」「５５

～７０歳の世代」の就労意識等を把握するため。 

【調査の構成】 １－調査票１ ２－調査票２ 

※ 

【調査票名】 １－調査票１ 

【調査対象】 （地域）北九州市内全域 （単位）個人 （属性）市内に住民票がある２

０歳～５９歳までの女性 （抽出枠）住民基本台帳のうち属性に該当する対

象者から無作為抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）調査票記入時点 （系統）市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年６月下旬～７月中旬 

【調査事項】 ａ．属性  ｂ．出産前後の就労状況  ｃ．現在の就労状況  ｄ．就

労の希望  ｅ．期待する支援  ｆ．コンタクトセンターについて 

※ 

【調査票名】 １－調査票２ 

【調査対象】 （地域）北九州市内全域 （単位）個人 （属性）市内に住民票がある５

５歳～７０歳までの男女 （抽出枠）住民基本台帳のうち属性に該当する対

象者から無作為抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）調査票記入時点 （系統）市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年６月下旬～７月中旬 

【調査事項】 ａ．属性 ｂ．就労の状況 ｃ．就労の希望 ｄ．期待する支援 ｅ．コ

ンタクトセンターについて  
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【調査名】 高齢者福祉施設等の防火安全対策に係るアンケート及びヒアリング

調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月９日 

【実施機関】 東京消防庁予防部防火管理課 

【目 的】 本調査は、今後の高齢者福祉施設等の防火安全対策に反映することを目的と

して実施するものである。 

【調査の構成】 １－高齢者福祉施設等の防火安全対策に係るアンケート及びヒアリング

調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－高齢者福祉施設等の防火安全対策に係るアンケート及びヒアリング調

査 調査票 

【調査対象】 （地域）東京都全域（稲城市及び島しょ地域を除く。） （単位）事業所 

（属性）有床診療所及び１０００㎡未満の高齢者社会福祉施設等 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，４０３ （配布）郵送 （取集）調査員、

郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年７月下旬～１１月下旬 （系統）

東京消防庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）アンケート１回・ヒアリング１回 （実施期日）平成２７年７

月下旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．自衛消防訓練の実施状況について、２．施設の維持・管理状況につい

て  
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【調査名】 就労観・出生観から見た人口移動実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１３日 

【実施機関】 兵庫県神戸市企画調整局政策企画部総合計画課 

【目 的】 本調査は、人口の再生産力となり得る若年女性の転入及び転出に関わる理由

等の調査を通じて、その人口動態を分析し、今後の市の成長戦略の基礎資料を得

るために実施するものである。 

【調査の構成】 １－就労観・出生観から見た人口移動実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－就労観・出生観から見た人口移動実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市内全域 （単位）個人 （属性）平成２７年１月～４月に

神戸市に住民異動届を提出した２５～３９歳の日本人女性 （抽出枠）住民

基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／１１，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系統）

神戸市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月２１日～８月３１日 

【調査事項】 １．住居地・家族について、２．移動と居住地選択について、３．神戸市

のイメージについて、４．出生観・就労観について  
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【調査名】 県内企業動向調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１３日 

【実施機関】 奈良県産業・雇用振興部産業政策課 

【目 的】 本調査は、奈良県内に事業所を有する企業の動向を定期的に調査し把握する

ことで、足下の景況等を把握し、その結果を産業政策の企画立案に活かすことを

目的とする。 

【調査の構成】 １－県内企業動向調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－県内企業動向調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業・事業所 （属性）奈良県に事業所を有する

企業・事業所 （抽出枠）本調査の委託事業者が管理する企業データ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１５，０００ （配布）郵

送・その他（ＦＡＸ） （取集）郵送・その他（ＦＡＸ）・オンライン （記

入）自計 （把握時）（第１四半期）４～６月、（第２四半期）７～９月、（第

３四半期）１０～１２月、（第４四半期）１～３月 （系統）奈良県－民間

事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期（平成２７年７月以降） （実施期日）毎年１～３月分

→４月、４～６月分→７月、７～９月→１０月、１０～１２月→１月（た

だし、平成２７年分のみ１～６月分を同時調査のため、提出期限は８月、

１０月、１月） 

【調査事項】 業況・売上・利益・在庫・資金・雇用・設備投資等の現状及び来期見込  

- 37 -



【調査名】 平成２７年度公共施設マネジメントに関する市民アンケート（平成

２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１３日 

【実施機関】 北九州市建築都市局都市マネジメント政策室 

【目 的】 本調査は、公共施設マネジメントの各種計画策定における基礎資料とするた

め、無作為抽出アンケートにより、北九州市民の意識を調査することを目的とす

る。 

【調査の構成】 １－平成２７年度公共施設マネジメントに関する市民アンケート 調査

票 

※ 

【調査票名】 １－平成２７年度公共施設マネジメントに関する市民アンケート 調査票 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の市民 （抽

出枠）住民基本台帳（平成２６年９月３０日現在） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３０００／８１００００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日現在（平成２７年８月中旬

頃～９月中旬頃） （系統）北九州市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年８月中旬頃～９月中旬頃 

【調査事項】 公共施設の利用状況について  
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【調査名】 市町村における住民の転入・転出理由に関するアンケート調査（平

成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１４日 

【実施機関】 茨城県企画部統計課 

【目 的】 本調査は、茨城県内の市町村における住民の転入・転出に係る理由を把握し、

県及び市町村が実施する各種行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－市町村における住民の転入・転出理由に関するアンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－市町村における住民の転入・転出理由に関するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県内の市町村のうち、別に選定する市町村 （単位）個人 （属

性）茨城県内の市町村のうち、別に選定する市町村において、転入届（住民

基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条に規定する届出をいう。以

下「転入届」という。）及び転出届（同法第２４条に規定する届出をいう。

以下「転出届」という。）を提出する者 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）調査期間中に転入もしくは転出する者に同じ （配

布）郵送 （取集）郵送・その他（窓口配付窓口回収） （記入）自計 （把

握時）記入日現在 （系統）茨城県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年９月１日から平成２７年９

月３０日まで 

【調査事項】 １．転入元又は転出先、２．移動する理由、３．移動する者の性別及び年

齢  
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【調査名】 男女共同参画に関する県民意識と生活基礎調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１５日 

【実施機関】 三重県環境生活部男女共同参画・ＮＰＯ課 

【目 的】 本調査は、三重県男女共同参画基本計画の改定等に係る参考とするため、女

性の活躍や男女共同参画に関する県民の意識や生活状況を調査、把握するととも

に、県民の意識の推移と生活状況の変化を明らかにするための基礎資料を得るこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－男女共同参画に関する県民意識と生活基礎調査調査票 

※ 

【調査票名】 １－男女共同参画に関する県民意識と生活基礎調査調査票 

【調査対象】 （地域）三重県全域 （単位）個人 （属性）三重県内に在住する満２０

歳以上の男女 （抽出枠）三重県内各市町の選挙人名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／１，５００，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）回答日 （系統）三重

県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月１６日～同年８月６日 

【調査事項】 １．男女共同参画社会について、２．家庭生活について、３．職業生活に

ついて、４．ＤＶ（配偶者や恋人などからの暴力）について、５．女性の活

躍について、６．マタニティハラスメント、パタニティハラスメントについ

て  
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【調査名】 事業系ごみ排出実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１５日 

【実施機関】 北九州市環境局循環社会推進部循環社会推進課 

【目 的】 本調査は、増加傾向にある事業系ごみ対策を行うにあたり、事業形態や業種

等に応じたきめ細かな処理の適正化、減量化・資源化方策を検討することを目的

として、北九州市内事業者に対し実態調査を実施するものである。 

【調査の構成】 １－事業系ごみ排出実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－事業系ごみ排出実態調査票 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）事業所 （属性）北九州市内に所在する

事業所 （抽出枠）条例で定める一定規模以上の事業所及びタウンページ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出、有意抽出 （客体数）８０００ （条例で定める一

定規模以上の事業所：７８３、タウンページ：７２１７） （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年８月中旬 （系統）北九州

市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年８月中旬～同年９月中旬 

【調査事項】 １．ごみの排出状況、２．資源化物の排出状況、３．食品廃棄物の排出状

況、４．機密古紙の排出状況、５．古着の排出状況  
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【調査名】 愛媛県県民健康調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１７日 

【実施機関】 保健福祉部健康衛生局健康増進課 

【目 的】 県民の健康状態及び食生活・運動・休養・歯科保健等の実態を把握し、県民

の総合的な健康づくりに必要な基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－調査票１、２－調査票２、３－調査票３、４－調査票４、５－調査

票５ 

※ 

【調査票名】 １－調査票１ 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）個人及び世帯 （属性）県内の国勢調査の調

査区から無作為抽出された２０調査区内の全世帯及び世帯員 （抽出枠）調

査地区は、人口を１０万人以上と未満に分けた区分に県内の市町を分類のう

え、保健所管轄区域の人口比及び保健所管内市町別人口比を勘案し、国勢調

査の調査区から抽出する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２、０００人 （配布）調査員調査 （取

集）調査員調査 （記入）自計 （把握時）調査実施日 （系統）愛媛県―

調査員―報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年９月１日～１０月３１日 

【調査事項】 家族構成、年齢、性別、妊婦または授乳婦の別、仕事の種類等 

※ 

【調査票名】 ２－調査票２ 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）個人及び世帯 （属性）県内の国勢調査の調

査区から無作為抽出された２０調査区内の全世帯及び世帯員 （抽出枠）調

査地区は、人口を１０万人以上と未満に分けた区分に県内の市町を分類のう

え、保健所管轄区域の人口比及び保健所管内市町別人口比を勘案し、国勢調

査の調査区から抽出する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２、０００人 （配布）調査員調査 （取

集）調査員調査 （記入）自計 （把握時）調査実施日 （系統）愛媛県―

調査員―報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年９月１日～１０月３１日 

【調査事項】 ２４時間に摂取した食事内容とその重量 

※ 

【調査票名】 ３－調査票３ 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）個人及び世帯 （属性）県内の国勢調査の調

査区から無作為抽出された２０調査区内の全世帯及び世帯員 （抽出枠）調

査地区は、人口を１０万人以上と未満に分けた区分に県内の市町を分類のう
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え、保健所管轄区域の人口比及び保健所管内市町別人口比を勘案し、国勢調

査の調査区から抽出する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２、０００人 （配布）調査員調査 （取

集）調査員調査 （記入）自計 （把握時）調査実施日 （系統）愛媛県―

調査員―報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年９月１日～１０月３１日 

【調査事項】 健康、健診、食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯科に関するアンケート

調査 

※ 

【調査票名】 ４－調査票４ 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）個人及び世帯 （属性）県内の国勢調査の調

査区から無作為抽出された２０調査区内の全世帯及び世帯員 （抽出枠）調

査地区は、人口を１０万人以上と未満に分けた区分に県内の市町を分類のう

え、保健所管轄区域の人口比及び保健所管内市町別人口比を勘案し、国勢調

査の調査区から抽出する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２、０００人 （配布）調査員調査 （取

集）調査員調査 （記入）自計 （把握時）調査実施日 （系統）愛媛県―

調査員―報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年９月１日～１０月３１日 

【調査事項】 身長、体重、腹囲、血圧、喫煙状況、歩数計を用いた１日間の歩行数等 

※ 

【調査票名】 ５－調査票５ 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）個人及び世帯 （属性）県内の国勢調査の調

査区から無作為抽出された２０調査区内の全世帯及び世帯員 （抽出枠）調

査地区は、人口を１０万人以上と未満に分けた区分に県内の市町を分類のう

え、保健所管轄区域の人口比及び保健所管内市町別人口比を勘案し、国勢調

査の調査区から抽出する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２、０００人 （配布）調査員調査 （取

集）調査員調査 （記入）自計 （把握時）調査実施日 （系統）愛媛県―

調査員―報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年９月１日～１０月３１日 

【調査事項】 歯ブラシ使用、フッ化物塗布、顎関節の異常、虫歯、歯肉、歯列・咬合の

状況等（問診・健診）  
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【調査名】 全国企業短期経済観測調査における予備調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月２４日 

【実施機関】 日本銀行調査統計局経済統計課企業統計グループ 

【目 的】 本調査は、全国企業短期経済観測調査において新設する予定の調査事項につ

いて、その適否を検討するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－全国企業短期経済観測調査における予備調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－全国企業短期経済観測調査における予備調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）全国企業短期経済観測調査・調査

先のうち大企業（資本金１０億円以上） （抽出枠）全国企業短期経済観測

調査・調査先のうち大企業（資本金１０億円以上）から海外事業を行ってい

る企業 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１５０～２００／２１２，３００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）２０１３年度実績、２０１

４年度実績、２０１５年度計画 （系統）日本銀行－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年８月２６日～同年９月９日 

【調査事項】 １．連結売上高および海外売上高、２．連結営業利益および海外営業利益、

３．連結経常利益（会計上、作成していない場合は連結税引前当期純利益）、

４．連結設備投資額および海外での設備投資額  
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【調査名】 観光地実態調査（訪日外国人動向調査）（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月２９日 

【実施機関】 愛知県産業労働部産業労働政策課 

【目 的】 本調査は、今年度策定するあいち観光戦略（仮称）の中で数値目標を設定す

るために必要な基礎データを収集するとともに、愛知県のインバウンド施策検討

のための資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－観光地実態調査（訪日外国人動向調査） 調査票 

※ 

【調査票名】 １－観光地実態調査（訪日外国人動向調査） 調査票 

【調査対象】 （地域）中部国際空港 （単位）個人 （属性）中部国際空港の国際線制

限エリア内の、１０歳以上の外国人 （抽出枠）中部国際空港の国際線制限

エリア内において、調査員が任意の外国人観光客を選定し、聞き取り調査を

行う。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１，２３０，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２７年７月下

旬～８月 （系統）愛知県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月下旬～８月 

【調査事項】 １．居住地（国名）、２．性別、３．年齢、４．来日回数、５．来県回数、

６．同行者、７．滞在の目的、８．旅行ルート（全国・県内）、９．滞在日

数、１０．観光消費額、１１．愛知県の訪問地、１２．愛知県で食べた物、

１３．買い物エリア、１４．買った物、１５．旅行のきっかけ、１６．不満

に感じた点、１７．満足した点、１８．満足度、１９．再訪意向等  
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【調査名】 商店街に係る起業支援事業事例調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月３１日 

【実施機関】 東京都産業労働局商工部調整課 

【目 的】 本調査は、アンケート及びヒアリング調査を実施し、法人商店街及び区市町

村等の起業支援の体制を把握するとともに、商店街の空き店舗等で起業した事業

者等が創業時に課題となる項目を洗い出し、行政及び支援機関等の効果的な起業

支援策を検討するための基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－アンケート調査１（法人商店街）調査票 ２－アンケート調査２（区

市町村）調査票 

※ 

【調査票名】 １－アンケート調査１（法人商店街）調査票 

【調査対象】 （地域）東京都内（ただし島しょを除く） （単位）事業所 （属性）法

人商店街 （抽出枠）東京都産業労働局商工部で保有する名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３５０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２７年８月２０日時点 （系統）東京都－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年８月下旬～平成２７年９月

上旬 

【調査事項】 １．概要（１）商店街名称、（２）所在地、（３）会員数、（４）組織形態、

（５）立地環境、（６）商店街属性、（７）来街者層等、２．外部組織との連

携（１）組織名、（２）連携形態、（３）具体的な活動等、３．空店舗の状況

（１）有無、（２）空店舗が埋まらない理由、（３）地権者の賃貸意思等、４．

空店舗に対する商店街での取組、５．新規開業者及び行政支援 

※ 

【調査票名】 ２－アンケート調査２（区市町村）調査票 

【調査対象】 （地域）東京都内（ただし島しょを除く） （単位）地方公共団体 （属

性）区市町村等 （抽出枠）東京都産業労働局商工部で保有する名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５５ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２７年８月２０日時点 （系統）東京都－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年８月下旬～平成２７年９月

上旬 

【調査事項】 １．概要（１）区市町村名、（２）所在地、（３）記入者、２．商店街での

創業支援事業（１）実施主体、（２）具体的な概要、（３）成果、３．創業事

業者の具体的な事例  

- 46 -



【調査名】 医薬品製造・卸売業の企業経営と人材育成に関する調査（平成２７

年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月３１日 

【実施機関】 大阪府商工労働部商工労働総務課 

【目 的】 本調査は、医薬品製造業や卸売業の企業経営と人材育成についての実態を把

握し、今後の医薬品業界の発展と人材育成のための課題や支援策について検討す

ることを目的としている。 

【調査の構成】 １－医薬品製造・卸売業の企業経営と人材育成に関する調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－医薬品製造・卸売業の企業経営と人材育成に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）（製造業）全国、（卸売業）大阪府全域 （単位）企業 （属性）

（製造業）日本標準産業分類に記載されている大分類「製造業」中分類「科

学工業」のうち小分類「医薬品製造業」に属する企業、（卸売業）日本標準

産業分類に記載されている大分類「卸売業、小売業」中分類「その他の卸売

業」のうち小分類「医薬品・化学品等卸売業」に属する企業 （抽出枠）事

業所母集団データベース （平成２６年次フレーム（速報）） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）（製造業）７６７、（卸売業）７５６ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年８月１日 （系

統）大阪府－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年８月３１～９月１１日 

【調査事項】 １．企業概要について、２．人材育成について、３．新事業について、４．

公的支援施策について  
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○届出統計調査の受理 

（２）変更 

【調査名】 労働状況実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１日 

【実施機関】 川崎市経済労働局労働雇用部 

【目 的】 本調査は、川崎市内の民間企業・事業所の労働時間、雇用状況を中心とした

労働事情を明らかにし、勤労者福祉の向上及び各事業所の企業活力の増進に資す

ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－労働状況実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－労働状況実態調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る次の大分類に属する事業所とする。「鉱業、採石業、砂利採取業」、「建設

業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業、

郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、「不動産業、物品賃貸業」、

「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関

連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」、「複合サービ

ス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）（中分類９３政治・経済・

文化団体を除く）」 ただし、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「金融業、保

険業」、「不動産業、物品賃貸業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「複合サ

ービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）（中分類９３政治・経

済・文化団体を除く）」の産業分類については、本調査では「サービス業」

とした。 （抽出枠）川崎市事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３，５００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年８月１日現在 （系統）川崎

市－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）８月１日～８月最終金曜日 

【調査事項】 １．事業所の属性（主な産業、労働組合の有無、正社員数、非正社員数）、

２．景気動向・経営状況、３．週休形態、４．所定労働時間・日数等、５．

年次休暇の取得状況、  ６．雇用状況、７．各種制度（定年制度、退職金

制度、再雇用・再任用制度、育児休業制度、介護休業制度、子の看護休暇）

の整備状況、８．ワークライフバランスの取組状況、９．雇用の現状と課題

（休業者、外国人雇用、労働条件、消費増税の影響、マイナンバー制度）  
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【調査名】 労働条件等実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月２日 

【実施機関】 和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課 

【目 的】 本調査は、和歌山県内の事業所に雇用される労働者の労働条件、各種制度等

の実態を明らかにし、それらの改善と、労使関係の安定に資するための基礎資料

を作成することを目的とする。 

【調査の構成】 １－労働条件等実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－労働条件等実態調査票 

【調査対象】 （地域）和歌山県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類Ｄ建

設業、Ｅ製造業、Ｆ電気・ガス・熱供給・水道業、Ｇ情報通信業、Ｈ運輸業、

郵便業、Ｉ卸売業、小売業、Ｊ金融業、保険業、Ｋ不動産業、物品賃貸業、

Ｌ学術研究、専門・技術サービス業、Ｍ宿泊業、飲食サービス業、Ｎ生活関

連サービス業、娯楽業、Ｏ教育、学習支援業、Ｐ医療、福祉、Ｑ複合サービ

ス事業、Ｒサービス業（他に分類されないもの）に属する事業所のうち、常

用雇用者が１０人以上の事業所 （抽出枠）平成２４年経済センサス‐活動

調査の事業所名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／６，４００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年７月３１日現在 （系

統）和歌山県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２７年７月２６日～同年８月３１日 

【調査事項】 １．事業所の現況、２．賃金、労働時間、３．定年制、４．育児・介護休

業制度等、５．パートタイム労働者、６．公益通報者保護法、７．人事・労

務管理  
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【調査名】 県民の体力・スポーツに関する調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月６日 

【実施機関】 神奈川県率体育センター事業部指導研究課調査研究班 神奈川県教育局障

害学習部スポーツ課 

【目 的】 県民の体力・スポーツの意識や実態の推移等を把握するとともに過去の同調

査と比較し、今後のスポーツ施策等の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－調査票１ 

※ 

【調査票名】 １－調査票１ 

【調査対象】 （地域）神奈川県内全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の男女 （抽

出枠）無作為抽出 

【調査方法】 （選定）住民基本台帳の情報を用い、市町村ごとに地域を選んだ上で、当

該地域中に所在する世帯から無作為抽出する層化二段無作為抽出法により

選定する （客体数）３、０００人／７５０万人 （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年８月１４日現在 （系統）神奈

川県―民間事業者―報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として５年） （実施期日）平成２７年８月１４

日～平成２７年９月１４日 

【調査事項】 ①健康・体力観について②運動・スポーツの実施状況について③住んでい

る市町村のスポーツ施設について ④県のスポーツ施策について⑤スポー

ツ全般について  
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【調査名】 事業者防災対策アンケート調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月６日 

【実施機関】 高知県危機管理部南海トラフ地震対策課 

【目 的】 本調査は、南海トラフ地震対策行動計画にて平成２７年度末に従業員５０名

以上の事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）策定率を５０％以上とする目標を掲げて

おり、今後の事業者防災を推進するための基礎資料とするため、アンケート調査

により現在の事業者の防災対策・事業継続計画の策定状況を把握することを目的

とする。 

【調査の構成】 １－事業者防災対策アンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－事業者防災対策アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）高知県全域 （単位）事業者 （属性）従業員５０名以上の全て

事業者及び従業員３０名以上の４９名以下一部の事業者（公的な事業者は除

く） （抽出枠）信用調査会社の名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，０００／３７，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年８月１日現在 （系統）

高知県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２７年８月１日～同月３０日 

【調査事項】 １．事業者の概要（事業所の名称・業種・従業員数）、２．南海トラフ地

震を対象とする事業継続計画（ＢＣＰ）の策定状況、３．南海トラフ地震へ

の防災・事業継続に関する項目（被災時の人的対応体制・緊急連絡網の整備

状況・建物、設備等への地震対策の状況・被災時の優先業務の選定・備蓄の

有無）  
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【調査名】 埼玉県就労実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月８日 

【実施機関】 埼玉県産業労働部勤労者福祉課 

【目 的】 本調査は、埼玉県内の事業所を対象に、労働条件や職場の労働環境などを調

査し、労働者の就労状況を把握するとともに、今後の県の労働施策を検討するた

めの基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－埼玉県就労実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－埼玉県就労実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）埼玉県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る次の分類の事業所から、個人経営、外国の会社法人である団体を除いた事

業所 ①大分類「建設業」「製造業」「運輸業、郵便業」「金融業、保険業」「不

動産業」及び中分類「旅行業」に属し、従業者数が２９９人以下の中小企業

及び３００人以上の大企業 ②大分類「情報通信業」「卸売業」「物品賃貸業」

「学術研究、専門・技術サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「教育、

学習支援業」「医療、福祉」「複合サービス事業」「サービス業（他に分類さ

れないもの）」及び中分類「宿泊業」に属し、従業者数が９９人以下の中小

企業及び１００人以上の大企業 ③大分類「小売業」「飲食サービス業」に

属し、従業者数が４９人以下の中小企業及び５０人以上の大企業 （抽出枠）

「平成２４年経済センサス－活動調査」の事業所情報（県内にある本所・支

所事業所及び県内の単独事業所） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１６０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系

統）埼玉県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月上旬～９月中旬 

【調査事項】 １．（１）事業所の主要事業、（２）企業全体の常用労働者数、２．労働者

の就業形態について（１）正社員・非正規労働者別（パート、フルタイムパ

ート、契約・嘱託社員、派遣社員など）の労働者数、（２）所定休日、（３）

所定労働時間、（４）年間平均所定外労働時間、３．多様な正社員（限定正

社員）制度について（１）多様な正社員（限定正社員）制度の導入の有無、

（２）対象人数、（３）運用方法、（４）導入効果、（５）多様な正社員（限

定正社員）への転換制度の有無・運用状況、（６）制度導入に当たり必要と

する支援措置、４．従業員の採用と定着促進について（１）新規学卒者及び

中途採用者の採用予定人数と実際の採用者数、（２）正社員の募集方法、（３）

新規採用者の職場定着に関する課題の有無・定着率向上への課題、（５）定

着率向上のための取組、及び今後取り入れたい取組、５．仕事と家庭の両立
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支援について（１）育児休業制度の利用人数、（２）短時間勤務制度の利用

人数、（３）介護休業制度の利用人数、（４）介護をする労働者の実態把握方

法、（５）介護離職者の有無、（６）事業所における両立支援策の採用状況、

（７）両立支援を行う上でのメリットと課題、（８）行政に対する要望  

- 53 -



【調査名】 受動喫煙に関する県民意識調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１０日 

【実施機関】 神奈川県保健福祉局保健医療部がん対策課 

【目 的】 本調査は神奈川県民の受動喫煙に関する意識を把握することにより「神奈川

県公共的施設における受動喫煙防止条例」の見直し及び今後の受動喫煙防止対策

推進方策を検討するための基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－受動喫煙に関する県民意識調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－受動喫煙に関する県民意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位）個人 （属性）神奈川県内在住の満２０

歳以上の男女 （抽出枠）各市町村人口構成比に応じて標本数を設定 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／７，２９２，８８１ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年９月１日 （系

統）神奈川県－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２７年９月１日から９月１５日まで 

【調査事項】 １．属性（性別、年代、居住地域）、２．受動喫煙の認知度、３．「神奈川

県公共的施設における受動喫煙防止条例」の認知度、４．受動喫煙の曝露状

況、５．今後の受動喫煙防止対策についての意見 等  
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【調査名】 受動喫煙に関する施設調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１０日 

【実施機関】 神奈川県保健福祉局保健医療部がん対策課 

【目 的】 本調査は、神奈川県内の公共的施設における受動喫煙防止対策の実施状況を

把握することにより「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の見直し

及び今後の受動喫煙防止対策推進方策を検討するための基礎資料とすることを

目的とする。 

【調査の構成】 １－受動喫煙に関する施設調査票 

※ 

【調査票名】 １－受動喫煙に関する施設調査票 

【調査対象】 （地域）神奈川県全域 （単位）事業所 （属性）「神奈川県公共的施設

における受動喫煙防止条例」の規制対象施設 （抽出枠）「平成２１年経済

センサス－基礎調査」及び神奈川県が所有する県内学校名簿や医療機関名簿

等から施設種別ごとに選定 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／１８７，２９３ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年９月１日現在 （系

統）神奈川県－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２７年９月１日から９月１５日まで 

【調査事項】 １．属性（施設種別、形態、規模（面積））、２．受動喫煙の認知度、３．

「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の認知度、４．受動喫煙

防止対策の実施状況  、５．今後の受動喫煙防止対策についての意見 等  
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【調査名】 労働環境等調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１４日 

【実施機関】 栃木県産業労働観光部労働政策課 

【目 的】 本調査は、人口減少・少子高齢化の進行や経済のグローバル化をはじめ、高

度情報化の進展、価値観やライフスタイルの多様化など、近年、労働者の働く環

境は急激に変化している。このため、県内の事業所等に雇用される労働者の労働

環境及び労働条件等の実態を明らかにし、今後の労働行政推進上の基礎資料とす

るとともに、企業における労働環境及び労働条件等の改善並びに労使関係の安定

に資することを目的とする。 

【調査の構成】 １－労働環境等調査票 

※ 

【調査票名】 １－労働環境等調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類（平成

２５年１０月改訂）に基づく１８の大産業分類（①農業、林業、②漁業、③

鉱業、採石業、砂利採取業、④建設業、⑤製造業、⑥電気・ガス・熱供給・

水道業、⑦情報通信業、⑧運輸業、郵便業、⑨卸売業、小売業、⑩金融業、

保険業、⑪不動産業、物品賃貸業、⑫学術研究、専門・技術サービス業、⑬

宿泊業、飲食サービス業、⑭生活関連サービス業、娯楽業、⑮教育、学習支

援業、⑯医療、福祉、⑰複合サービス事業、⑱サービス業（他に分類されな

いもの））に属する常用労働者１０名以上の県内の２、０００事業所とする。 

（抽出枠）事業所母集団データベース（１０人以上の事業所） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）毎年９月３０日現在 （系統）栃木県－報告

者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月初旬～１０月末日 

【調査事項】 １．事業所の現況、２．事業所の労働者数、３．仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス） の取組状況、４．育児のための両立支援制度の取

組状況、５．多様な正社員について、６．男女雇用機会均等について  
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【調査名】 長崎県労働条件等実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月１６日 

【実施機関】 長崎県産業労働部雇用労働政策課 

【目 的】 本調査は、長崎県内の民営事業所における労働者の労働条件等の実態を把握

し、労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－長崎県労働条件等実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－長崎県労働条件等実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）長崎県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る次の大分類に属する、常用労働者を５人以上雇用している民営事業所。①

建設業、②製造業、③電気・ガス・熱供給・水道業、④情報通信業、⑤運輸

業、郵便業、⑥卸売業、小売業、⑦金融業、保険業、⑧不動産業、物品賃貸

業、⑨学術研究、専門・技術サービス業、⑩宿泊業、飲食サービス業、⑪生

活関連サービス業、娯楽業、⑫教育、学習支援業、⑬医療、福祉、⑭複合サ

ービス事業、⑮サービス業（他に分類されないもの） （抽出枠）事業所母

集団データベースによる事業所名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３００／２４，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の６月３０日現在 

（系統）長崎県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の８月中旬～９月中旬 

【調査事項】 １．事業所の概要、２．雇用と取組、３．ワーク・ライフ・バランス（仕

事と生活の調和）、４．労働時間、５．育児休業制度・介護休業制度、６．

子の看護休暇・介護休暇制度、７．高年齢者の雇用状況  
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【調査名】 「滋賀の健康・栄養マップ」調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月２１日 

【実施機関】 滋賀県健康医療福祉部健康医療課健康寿命対策室 

【目 的】 本調査は、滋賀県における健康及び栄養に関する現状と課題を把握し、健康

づくり施策の基礎資料並びに事業効果測定の資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－食物摂取状況調査票 ２－生活状況調査票 

※ 

【調査票名】 １－食物摂取状況調査票 

【調査対象】 （地域）滋賀県内全域 （単位）世帯 （属性）世帯 （抽出枠）住民基

本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，２００／５５６，１０５ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２７年１１月中の

１日 （系統）滋賀県－滋賀県健康推進員団体連絡協議会－健康推進員－報

告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年１０月１５日～同年１１月３０

日 

【調査事項】 １．世帯状況（１）世帯主との続柄、（２）性別、（３）生年月、（４）妊

婦・授乳婦、２．食事状況（１）朝・昼・夕別 欠食の有無、３．食物摂取

状況（１）料理名、（２）食品名、（３）使用量、（４）廃棄量、（５）世帯員

ごとの案分比率 

※ 

【調査票名】 ２－生活状況調査票 

【調査対象】 （地域）滋賀県内全域 （単位）世帯 （属性）滋賀県内全域世帯におけ

る１２歳以上の世帯員 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）自計 （把握時）平成２７年１１月中の１日 （系統）滋

賀県－滋賀県健康推進員団体連絡協議会－健康推進員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年１０月１５日～同年１１月３０

日 

【調査事項】 健康に関連する生活習慣や食事のとり方について  
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【調査名】 なら健康長寿基礎調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月２１日 

【実施機関】 奈良県健康福祉部健康づくり推進課 

【目 的】 本調査は、奈良県民の日常生活の中での健康づくりの取り組みの実態や健康

に関する生活習慣や地域活動（ソーシャルキャピタル）の実態を把握することに

より、なら健康長寿基本計画を推進するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－なら健康長寿基礎調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－なら健康長寿基礎調査 調査票 

【調査対象】 （地域）奈良県全域 （単位）個人 （属性）満２０歳以上の奈良県民 （抽

出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，４００／１，３７１，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月１日現在 （系

統）奈良県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月２０日～９月３０日 

【調査事項】 １．報告者に関する基本情報（年齢、性別、身長、体重、居住地、職業等）、

２．生活習慣、３．医療と健診、４．健康づくりの取り組み、５．地域活動  
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【調査名】 地震・津波に対する県民意識調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月２２日 

【実施機関】 高知県危機管理部南海トラフ地震対策課 

【目 的】 本調査は、防災意識や地震防災対策及び津波避難対策の現状を把握・分析す

るとともに、高知県民の行政機関への要望を知ることにより、今後の防災対策の

進め方に反映させることを目的とする。 

【調査の構成】 １－地震・津波に対する県民意識調査票 

※ 

【調査票名】 １－地震・津波に対する県民意識調査票 

【調査対象】 （地域）高知県全域 （単位）個人 （属性）１．高知県の津波危険地域

に居住する、満２０歳以上の住民、２．高知県の津波危険地域外に居住する、

満２０歳以上の住民 （抽出枠）選挙人名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３０００（津波危険地域１５００人、津

波危険地域外１５００人）／７４７，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）平成２７年８月１日現在 （系統）高知県－民間

事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２７年８月下旬～同年９月中旬 

【調査事項】 １．南海トラフ地震に関する認識について、２．津波避難対策について、

３．家庭での備えについて、４．地震の揺れ対策について、５．地震火災対

策について、６．自主防災組織について、８．地域の防災力について  
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【調査名】 中小企業景況調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月２４日 

【実施機関】 愛知県産業労働部産業労働政策課 

【目 的】 本調査は、愛知県内中小企業の産業活動の動向に関する基礎的な事項につい

て把握し、地域経済に関する施策の企画・立案及び効率的な推進を図ることを目

的とする。 

【調査の構成】 １－中小企業景況調査票 

※ 

【調査票名】 １－中小企業景況調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）事業所及び企業 （属性）製造業、卸・小

売業、建設業、サービス業を営む中小企業 （抽出枠）事業所母集団データ

ベースの平成２５年次フレームを用いて、以下の基準に該当する愛知県に本

社を置く企業から無作為抽出、１－製造業・建設業（資本金３億円以下又は

従業員３００人以下）、２－卸売業（資本金１億円以下又従業員３００人以

下）、３－小売業（資本金５千万円以下又は従業員５０人以下）、４－サービ

ス業（情報通信業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス

業）（資本金５千万円以下又は従業員１００人以下） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／８２，０００ （配布）郵

送・その他（ＦＡＸ） （取集）郵送・その他（ＦＡＸ） （記入）自計 （把

握時）毎年４～６月期、７～９月期、１０～１２月期、１～３月期 （系統）

愛知県－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年四半期 （実施期日）①毎年４～６月期（実施開始日であ

る６月１日に到達するよう５月末日の３日前頃）、②７～９月期（実施開

始日である９月１日に到達するよう８月末日の３日前頃）、③１０～１２

月（実施開始日である１２月１日に到達するよう１１月末日の３日前頃）、

④１～３月期（実施開始日である３月１日に到達するよう２月末日の３日

前頃） 

【調査事項】 １．業種、従業員数、当期の経営実績、採算、設備投資、雇用人員、金融

機関の貸出態度及び経営上の問題点、行政が今後強化すべき支援策、来期の

見通し、採算及び設備投資の計画、２．四半期ごとに変更する事項 ①大学

等新卒者の採用動向（毎年１－３月期）、②ＢＣＰ策定に関する調査（平成

２７年７－９月期）  
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【調査名】 平成２７年度インターネットの利用に関するアンケート調査（平成

２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月２７日 

【実施機関】 鳥取県教育委員会事務局 社会教育課 

【目 的】 本調査は、インターネットに係る子どもたちの実態調査を行い、その結果を

幼児、児童・生徒、保護者及び学校等への啓発にいかすことを目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２７年度インターネットの利用に関するアンケート（児童・生

徒対象） ２－平成２７年度インターネットの利用に関するアンケート（保

護者対象） ３－平成２７年度インターネットの利用に関するアンケート

（就学前のお子様の保護者対象） 

※ 

【調査票名】 １－平成２７年度インターネットの利用に関するアンケート（児童・生徒

対象） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）小学校、中学校及び高等学

校の児童・生徒（小学校６年生、中学校２年生及び高等学校２年生） （抽

出枠）平成２７年度学校便覧 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１５，０００ （配布）そ

の他（学校等） （取集）その他（学校等） （記入）自計 （把握時）平

成２７年８月現在 （系統）鳥取県教育委員会－学校等－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年９月１０日～同月３０日 

【調査事項】 １．性別、２．テレビ視聴時間、３．睡眠時間、４．読書時間、５．電子

メディア機器・インターネットの利用状況等 

※ 

【調査票名】 ２－平成２７年度インターネットの利用に関するアンケート（保護者対象） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）平成２７年度インターネッ

トの利用に関するアンケート（児童・生徒対象）の調査対象となった児童・

生徒の保護者 （抽出枠）平成２７年度学校便覧 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／１５，０００ （配布）そ

の他（学校等） （取集）その他（学校等） （記入）自計 （把握時）平

成２７年８月現在 （系統）鳥取県教育委員会－学校等－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年９月１０日～同月３０日 

【調査事項】 １．子どもの学年や性別、２．子どもとの続柄、３．子どもの電子メディ

ア機器・インターネットの利用状況、４．家庭におけるインターネットの使

用に係るルール等、５．携帯電話・スマートフォンを子どもに利用させてい

ない理由等、６．インターネットでのトラブルの状況、７．インターネット

に関する教育・啓発の状況、８．保護者自身の携帯電話・スマートフォンに
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関する意識等 

※ 

【調査票名】 ３－平成２７年度インターネットの利用に関するアンケート（就学前のお

子様の保護者対象） 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）幼稚園、保育所及び認定こ

ども園の子どもの保護者 （抽出枠）平成２７年度学校便覧 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５００／５，０００ （配布）その他（学

校等） （取集）その他（学校等） （記入）自計 （把握時）平成２７年

８月現在 （系統）鳥取県教育委員会－学校等－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年９月１０日～同月３０日 

【調査事項】 １．子どもの状況（性別、テレビ視聴時間、睡眠時間、読書時間）、２．

子どもとの続柄、３．子どもの電子メディア機器・インターネットの利用状

況、４．家庭におけるインターネットの使用に係るルール等、５．保護者自

身の携帯電話・スマートフォンの利用状況等  

- 63 -



【調査名】 熊本県労働条件等実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月２７日 

【実施機関】 熊本県 商工観光労働部 商工労働局 労働雇用課 

【目 的】 本調査は、熊本県内の事業所に雇用されている労働者の賃金・労働時間その

他の労働条件を把握し、労働行政の基礎資料にするとともに、調査結果を労使関

係者・労働関係機関に提供することにより健全な労使関係の推進に役立てること

を目的とする。 

【調査の構成】 １－熊本県労働条件等実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－熊本県労働条件等実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）熊本県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類（平成

２５年１０月改定）による大分類Ａ～Ｒの民間事業所のうち、正社員５人以

上雇用する事業所すべて （抽出枠）＂事業所母集団データベース（２６年

次フレーム（速報））による名簿を使用 

＂ 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）毎年６月３０日現在 （系統）熊本県－報告

者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月中旬から１か月間 

【調査事項】 １ ．事業所の概要 ①就業形態及び雇用労働者数②正社員の年齢構成及

び平均年齢③正社員の管理職登用状況④正社員の平均勤続年数⑤正社員の

採用状況、 ２ ．賃金制度 ①正社員の賃金支払形態②正社員の所定内賃

金③正社員の賃上げ実施状況、３．労働時間、①正社員の所定労働時間②正

社員の週休制③正社員の年間休日及び年次有給休暇④正社員の育児休業取

得状況⑤育児休業者の代替方法、４．正社員以外の労働者について①正社員

以外の労働者の年齢②正社員以外の労働者の仕事内容③正社員以外の労働

者を雇用している理由④正社員以外の労働者の処遇⑤正社員への登用制度、

５．誰もが働きやすい職場環境づくり（１）ワーク・ライフ・バランス①ワ

ーク・ライフ・バランスの認知状況②ワーク・ライフ・バランスの取組内容

③ワーク・ライフ・バランスに取り組む上での問題点④ワーク・ライフ・バ

ランスを実現するために必要だと思うこと（２）女性の活躍推進①女性の活

躍推進（ポジティブ・アクション）の取組状況 ②女性の活躍推進（ポジテ

ィブ・アクション）の取組内容③女性の活躍推進（ポジティブ・アクション）

に取り組む理由④女性の活躍推進（ポジティブ・アクション）に取り組んで

いない理由（①で「取り組んでいない」と答えた事業所に対し）⑤女性の活

躍を推進する上での課題、６．高年齢者の雇用 ①高年齢者の雇用状況、②
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高年齢者の年齢区分、③高年齢者の雇用を確保するにあたっての課題、７．

障がい者の雇用①障がい者の雇用状況、②障がい者雇用予定の有無、③障が

い者を雇用していない理由（①、②で「雇用していない」「雇用予定はない」

と答えた事業所に対し）  
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【調査名】 東京都男女雇用平等参画状況調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月２９日 

【実施機関】 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 

【目 的】 本調査は、平成２６年６月刊行の「男女共同参画白書」において「変わりゆ

く男性の仕事と暮らし」を特集し、男女共同参画白書で初めて男性がテーマに掲

げられた。この趣旨は、女性の活躍に注目が集まる中、男性に焦点を置きながら、

男女を取り巻く生活環境を改めて考えるというものである。男女を問わず一人一

人が、いきいきと働き、人としての尊厳を守られる労働環境が整備されているこ

とは、今後さらに重要となる。これらを受け、平成２７年度は、男性のワークラ

イフバランスについて調査を実施し、今後の効果的な対応策の検討等に資するこ

とを目的として実施するものである。 

【調査の構成】 １－事業所調査票  ２－男女従業員調査票 

※ 

【調査票名】 １－事業所調査票 

【調査対象】 （地域）東京都全域（島しょ地域を除く：区市町村コード１０１～３０８） 

（単位）事業所 （属性）従業員規模３０人以上の事業所で、日本標準産業

分類に掲げる大分類のうち、①建設業、②製造業、③情報通信業、④運輸業、

郵便業、⑤卸売業、小売業、⑥金融業、保険業、⑦不動産業、物品賃貸業、

⑧学術研究、専門・技術サービス業、⑨宿泊業、飲食サービス業、⑩生活関

連サービス業、娯楽業、⑪教育、学習支援業、⑫医療、福祉、⑬サービス業

（他に分類されないもの）（［９４ 宗教］は除く。）の１３業種 （抽出枠）

平成２５年次フレーム 名簿データの上記産業分類の事業所から５０００

事業所を無作為抽出し、さらに従業員規模（事業所及び企業全体）、産業分

類（事業所及び企業全体）を勘案し、２５００事業所を抽出 

【調査方法】 （選定）無作為抽出、有意抽出 （客体数）２，５００／４４，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年９月１日現在 （系

統）東京都－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月１日～９月１７日 

【調査事項】 １．事業所の概要、２．男女雇用管理に関する取組、３．育児・介護等に

関する事項、４．男性のワークライフバランスに関する事項 

※ 

【調査票名】 ２－男女従業員調査票 

【調査対象】 （地域）東京都全域（島しょ地域を除く：区市町村コード１０１～３０８） 

（単位）個人 （属性）従業員規模３０人以上の事業所で、日本標準産業分

類に掲げる大分類のうち、①建設業、②製造業、③情報通信業、④運輸業、

郵便業、⑤卸売業、小売業、⑥金融業、保険業、⑦不動産業、物品賃貸業、
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⑧学術研究、専門・技術サービス業、⑨宿泊業、飲食サービス業、⑩生活関

連サービス業、娯楽業、⑪教育、学習支援業、⑫医療、福祉、⑬サービス業

（他に分類されないもの）（［９４ 宗教］は除く。）の１３業種に勤務する

男女従業員 （抽出枠）事業所調査の抽出事業所に事業所調査票（人事労務

担当者が回答）と併せて従業者調査票（２通）を送付し、①男性従業員、②

女性従業員から、事業所が任意にそれぞれ１名選定 

【調査方法】 （選定）無作為抽出、有意抽出 （客体数）５，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年９月１日現在 （系統）東京都－

民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月１日～９月３０日 

【調査事項】 １．回答者プロフィール、２．雇用管理の概況について、３．育児・介護

等に関する事項、４．男性のワークライフバランスに関する事項  
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【調査名】 公立小・中・高等学校における児童生徒の喫煙等状況調査（平成２

７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月３０日 

【実施機関】 青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課 

【目 的】 本調査は、学校での喫煙・飲酒防止教育では、現在、小・中・高等学校の学

習指導要領において実施することが明記されており、各学校において実施されて

いるが、未成年者の喫煙に関する課題は解決されているとは言えない現状にある。

また、少なからずタスポの導入やたばこの値上げ、増税など、たばこを取り巻く

環境の変化に伴い、未成年者の喫煙の現状に変化も見られていると思われること

から、未成年者の喫煙の現状を把握し、喫煙防止のための効果的な対策を検討す

るための基礎資料とすることを目的に実施する。また、未成年者の喫煙と飲酒の

関連性について把握したいので、飲酒に関する実態についても併せて調査を実施

することを目的とする。 

【調査の構成】 １－小学５年生の喫煙等状況調査 ２－中学１年生の喫煙等状況調査  

３－中学３年生の喫煙等状況調査  ４－高校３年生の喫煙等状況調査 

※ 

【調査票名】 １－小学５年生の喫煙等状況調査 

【調査対象】 （地域）青森県全域 （単位）個人 （属性）小学５年生の男女 （抽出

枠）青森県小学校在籍児童生徒名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，２００／１０，８００ （配布）学

校経由 （取集）学校経由 （記入）自計 （把握時）平成２７年８月３１

日～９月３０日までの任意の１日 （系統）青森県－学校－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として４年） （実施期日）平成２７年８月３１

日～平成２７年９月３０日 

【調査事項】 １．児童の属性（性別、家族構成）、２．たばこについての質問（喫煙の

有無、頻度等）、３．お酒についての質問（飲酒の有無、頻度等） 

※ 

【調査票名】 ２－中学１年生の喫煙等状況調査 

【調査対象】 （地域）青森県全域 （単位）個人 （属性）中学１年生の男女 （抽出

枠）青森県中学校在籍児童生徒名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，６００／１３，０００ （配布）学

校経由 （取集）学校経由 （記入）自計 （把握時）平成２７年８月３１

日～９月３０日までの任意の１日 （系統）青森県－学校－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として４年） （実施期日）平成２７年８月３１

日～平成２７年９月３０日 

【調査事項】 １．児童の属性（性別、家族構成）、２．たばこについての質問（喫煙の
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有無、頻度等）、３．お酒についての質問（飲酒の有無、頻度等） 

※ 

【調査票名】 ３－中学３年生の喫煙等状況調査 

【調査対象】 （地域）青森県全域 （単位）個人 （属性）中学３年生の男女 （抽出

枠）青森県中学校在籍児童生徒名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，６００／１３，０００ （配布）学

校経由 （取集）学校経由 （記入）自計 （把握時）平成２７年８月３１

日～９月３０日までの任意の１日 （系統）青森県－学校－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として４年） （実施期日）平成２７年８月３１

日～平成２７年９月３０日 

【調査事項】 １．児童の属性（性別、家族構成）、２．たばこについての質問（喫煙の

有無、頻度等）、３．お酒についての質問（飲酒の有無、頻度等） 

※ 

【調査票名】 ４－高校３年生の喫煙等状況調査 

【調査対象】 （地域）青森県全域 （単位）個人 （属性）高校３年生の男女 （抽出

枠）青森県高等学校在籍児童生徒名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，４００／９，１００ （配布）学校

経由 （取集）学校経由 （記入）自計 （把握時）平成２７年８月３１日

～９月３０日までの任意の１日 （系統）青森県－学校－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として４年） （実施期日）平成２７年８月３１

日～平成２７年９月３０日 

【調査事項】 １．児童の属性（性別、家族構成）、２．たばこについての質問（喫煙の

有無、頻度等）、３．お酒についての質問（飲酒の有無、頻度等）  
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【調査名】 大阪府労働関係調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月３１日 

【実施機関】 大阪府 商工労働部 総合労働事務所 地域労政グループ 

【目 的】 本調査は、大阪府内の民間事業所に働く労働者について、就業形態別に労働

時間、年間有給休暇、時間外労働等、労働条件等の実態を把握し、労務改善のた

めの基礎資料や労働関係諸機関等の施策の参考に資することを目的とする。 

【調査の構成】 １－大阪府労働関係調査票 

※ 

【調査票名】 １－大阪府労働関係調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業、

小売業」、「金融業、保険業」、「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・

技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽

業」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」、「複合サービス事業」、「サービス

業（他に分類されないもの）」に属する従業者規模３０人以上の民営事業所 

（抽出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，０００／２５，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）７月３１日現在 （系統）大

阪府－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）９月中旬～１０月９日 

【調査事項】 １．事業所の現況、２．就業形態、３．労働時間、４．休日休暇、５．非

正社員から正社員への雇用の転換と課題  
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【調査名】 大阪府景気観測調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月３１日 

【実施機関】 大阪府商工労働部商工労働総務課 

【目 的】 本調査は、四半期ごとの大阪府内民営事業所の景気動向を広く府民に公表す

るとともに、大阪府商工労働行政の施策立案の基礎資料にするために調査を行う

ことを目的とする。 

【調査の構成】 １－大阪府景気観測調査票 

※ 

【調査票名】 １－大阪府景気観測調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「建設業」「製造業」「情報通信業」「運輸業、郵便業」「卸売、小売

業」「不動産業、物品賃貸業」「宿泊業、飲食サービス業」及び中分類「専門

サービス業（他に分類されないもの）」「広告業」「技術サービス業（他に分

類されないもの）」「洗濯・理容・美容・浴場業」「その他の生活関連サービ

ス業」「娯楽業」「廃棄物処理業」「自動車整備業」「機械等修理業（別掲を除

く）」「職業紹介・労働者派遣業」「その他の事業サービス業」に属し、単独

および本所・本社・本店の民営事業所 （抽出枠）事業所母集団データベー

ス 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，５００／２８７，３８８ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施四半期の実績見込

み（一部、次の四半期の予定） （系統）大阪府－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期（平成２７年２月調査以降） （実施期日）提出期限は、

５月、８月、１１月、２月のそれぞれ翌月中旬 

【調査事項】 １．毎期共通するもの （１）事業所概要（業種、業態、従業員規模）、

（２）今期の業況判断（ 前期比、前年同期比）、（３）来期の業況判断（見

込み）、（４）出荷・売上高、（５）製・ 商品、サービス、請負等の単価、（６）

原材料、部品等の価格、（７）営業利益水準、営業利益判断、（８）雇用状況、

（９）来期の雇用予定人員、（１０）資金繰り、（１１）設備投資 、２．各

期で個別に調査する項目（１）４－６月期 ア．営業利益について（平成２

６年度実績）、イ．賃金の引上げについて、（２）７－９月期（受注の増減と

地域の関係について）、（３）１０－１２月期（設備投資の主な目的）、（４）

１－３月期（平成２７年度の採用実績（平成２６年度と比較）と平成２８年

度の採用予定（平成２７年度と比較）  
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【調査名】 人権問題に関する意識調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年７月３１日 

【実施機関】 北九州市保健福祉局人権推進センター人権文化推進課 

【目 的】 本調査は、あらゆる人権問題に関する市民意識の現状を把握し、今後の啓発

課題を明確にすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－人権問題に関する意識調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－人権問題に関する意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）北九州市内全域 （単位）個人 （属性）北九州市に居住する２

０歳以上７９歳以下の男女 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／９５９，２２４ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入時点 （系統）

北九州市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年９月３日～９月１６日 

【調査事項】 １．人権全般について、２．日本の風習について、３．女性の人権につい

て、４．子どもの人権について、５．高齢者の人権について、６．障害のあ

る人の人権について、７．同和問題について、８．日本に居住する外国人の

人権について、９．エイズ患者やＨＩＶ感染者の人権について、１０．イン

ターネットによる人権侵害について、１１．社会意識・生活意識について、

１２．人権に関する学習や情報について 
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